
 

 

 

平成２７年度 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

平成２７年７月 
   
 

福井県福井健康福祉センター 
 

Fukui Health and Welfare Center 

 

 

 

事 業 概 要 



 

 

  １ 福井健康福祉センターの概要  ───────────────────── /1 

１ 管内の状況 ─────────────────────―──―──── /1 

２ 沿革  ────────────────────────―──―────   /4 

３ 組織  ────────────────────────―──―────   /5 

４ 課・室別職種別職員配置表 ──────────────―───────   /6 

５ 福井健康福祉センター運営協議会 ──────────―──―────  /7 

６ 主な定期業務  ―――――───────────────―───────      /8 

２ 医務  ─────────────────────────―──―──── /9 

１ 医療施設の状況  ───────────────────―──―────  /9 

２ 医療従事者数  ────────────────────―──―────  /9 

３ 病院・診療所の立入検査  ――――――――――――――――――――――――    10 

４ 薬務  ─────────────────────────―──―──── 11 

１ 薬事関係施設の状況  ─―――────────────―──―──── 11 

２ 毒物劇物関係施設の状況  ──────────────―─―───── 12 

３ 薬物乱用防止対策  ─────────────────―─―───── 12 

４ 血液事業  ──────────────────────―─―───── 13 

５ 生活保護  ───────────────────────―─―───── 14 

１ 生活保護制度の概要  ────────────────―──―──── 14 

   ２ 実施状況  ──────────────────────―─―───── 15 

  ６ 児童福祉  ───────────────────────―─────── 16 

１ 家庭相談員による相談支援  ─――──────────―─────── 16 

２ 子育てマイスター研修の開催  ─────────────―─―───── 16 

３ 児童虐待防止専門研修会の開催  ───────────―─────── 16 

  ７ 障害者（児）福祉  ────────────────────―─────── 17 

１ 身体障害者手帳の交付  ――─────────────―─────── 17 

２ 特別障害者手当等の交付  ──────────────―─―───── 17 

３ 福祉のまちづくり  ───────────────────―─────── 18 

８ 女性福祉  ────────────────────────―────── 19 

９ 母子・父子・寡婦福祉  ──────────────────―────── 20 

 

 

目    次 



 

 

１０ 感染症対策  ───────────────────────――───── 21 

１ 感染症対策  ――――――────―───────────――───── 21 

２ 結核対策 ─―――――――───────────―─────――──── 24 

３ エイズ予防対策 ─────────────────―─────―──── 28 

４ 肝炎対策 ―――─────――――――――――――─―────―──── 29 

１１ 健康危機管理体制の整備  ─────────────────────── 30 

１２ 在宅医療  ―――――――――――――――――――――――――――――――  31 

１ 福井地域医療連携体制協議会の開催  ―――――――――――――――――   31 

２ 在宅医療・介護連携推進事業の実施  ―――――――――――――――――  31 

１３ 健康づくりの推進  ──────────────────―────―──── 32 

１ がん予防推進  ───────────────────────―──── 32 

２ 禁煙推進  ────────────────────―────―──── 32 

３ 運動推進  ────────────────────―────―──── 33 

４ 働き盛り世代へのアプローチ  ──────────────────――── 33 

１４ 栄養改善指導  ──────────────────────────―── 35 

１ 食生活・栄養管理支援事業  ────────────────────―― 35 

２ 食品の栄養成分表示等の推進  ─────────────────―── 35 

３ 「ふくい健幸美食」による食環境の整備  ────────────―───― 36 

４ 地域の健康づくりリーダー支援  ───────────―────―──── 36 

５ 管理栄養士・栄養士申請  ─────────────―─────―─── 36 

１５ 精神保健福祉  ――――――――――――――――――――――――――─―― 37 

１ 精神保健福祉法に基づく診察・保護申請  ――――――――――――――── 37 

２ 心の健康に関する相談  ―――――――――――――――――――――──― 37 

３ 普及啓発活動  ───────────────────────―──── 38 

４ 関係機関との連携  ─────────────────────―──── 39 

５ 自主グループへの支援  ───────────────────―──── 40 

１６ 母子保健  ─────────────────────────────── 41 

１ 小児慢性特定疾病医療費支給認定  ─────────────―──── 41 

２ 特定不妊治療費助成事業  ────────────―────―──── 41 

３ 育児不安解消サポート事業「こあら広場」  ───────────―──── 42 

４ フッ化物洗口事業  ─────────────────────―──── 42 

５ 人工妊娠中絶状況  -───────────────────―───── 42 

 



 

 

６ 先天性代謝異常等検査事業  ───────―───―───―───── 43 

１7 難病対策  ──────────────────────―───―─────  44 

１ 特定医療費支給認定  ────────────────────――─── 44 

２ 特定疾患相談事業  ───────────────―───────――─ 44 

３ 在宅難病患者訪問指導（診療）事業 ─────────────―──── 44 

４ 難病地域ケアシステム検討会議 ───────────────―──── 45 

５ 難病患者災害時個別対応マニュアルの作成支援 ───────―──── 45 

６ 患者会への支援 ─────────────────―──―──―──── 45 

１８ 食品衛生  ─────────────────────────────── 46 

１ 食の安全・安心確保対策事業  ───────────―────―──── 46 

２ 食中毒防止に関する衛生思想の普及啓発  ──────────―──── 48 

３ 食品による健康被害等に関する対応  ────────―────―──── 49 

４ 調理師・製菓衛生師免許に関する業務  ──────―────―──── 49 

１９ 動物愛護および狂犬病予防  ──────────────────―──── 50 

１ 動物愛護推進計画に基づく業務の推進  ──────―────―──── 50 

２ 動物取扱業への監視指導 ───────────────―──―──── 50 

２０ 環境衛生  ─────────────────────────────── 52 

１ 生活衛生関係営業六法に基づく営業施設の衛生上の危害発生防止対策 ― 52 

２ 浄化槽の法定検査受検率向上対策  ────────────────―─ 52 

３ 水道施設の適正維持管理の推進 ──────────────―──――─ 53 

４ 特定建築物に対する監視活動 ──────────────────――─ 53 

５ 温泉 ───────────────────────────────―─ 54 

６ 遊泳用プールの衛生管理の徹底 ─────────────────―─― 54 

２１ 廃棄物  ────────────────────────────―──── 55 

１ 廃棄物の処理施設  ─────────────────────―─―── 55 

２ 廃棄物処理の許可に関する手続  ────────────────―── 56 

３ 廃棄物に関する監視指導 ───────────────────――── 56 

４ 廃棄物の適正処理に関する取り組み ───―───────────―── 57 

２２ 公害  ―――────────────────────────────―── 58 

   １ 公害関係法令  ────────────────────────――── 58 

   ２ 水・大気環境の保全  ─────────────────────――── 59 

   ３ 地下水汚染の防止 ──────────────────────――── 59 

 



 

 

４ 地盤沈下の防止  ───────────────────────―── 59 

５ フロンの回収・破壊の推進  ───────────────────―── 59 

２３ 地域保健･福祉・環境関係職員研修  ────────────────―── 60 

２４ 研修生・実習生の受入れ  ────────────────────――──  61 

   １ 臨床研修医師の受入れ  ────────────────────―── 61 

   ２ 実習生の受入れ  ───────────────────────―――─ 61 

２５ 学校保健と地域保健の連携  ────────────────────―── 62 

 

※ 出典記載のないものは、福井健康福祉センター調べ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-1- 

 

１ 管内の状況  

福井健康福祉センター（以下「当センター」という。）の所管区域は、県都である福井市と吉田

郡永平寺町の１市１町です。（※） 

管内は嶺北地方の中央部に位置し、人口は県内で最も多くなっています。また、公的医療機関

をはじめとする医療施設に恵まれた環境にあります。特に、福井市には業務管理機能が集積して

おり、技術・研究機能や文化・学習機能が集まり、本県の都市機能の中核を担っています。 

管内の産業は、都市部で商工業やサービス業を中心とする第三次産業が盛んですが、郊外部

では農林業も盛んです。また、日本海に面する沿岸部は越前加賀海岸国定公園に指定された風

光明媚な地域であり、内陸部は大本山永平寺や一乗谷朝倉氏遺跡等名所旧跡に恵まれた土

地柄です。 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ※ 平成 18 年 2 月１日に福井市・足羽郡美山町・丹生郡越廼村・丹生郡清水町が合併して「福井市」に、 

2 月 13 日に吉田郡松岡町・永平寺町・上志比村が合併し「吉田郡永平寺町」となりました。 

表 １ 管 内 の市 町 別 面 積 ・人 口  

（平成27年4月１日現在）
　　　　　区分

市町別 a b 　総　数   c 　男　 　女　 c/a c/b
福井市 536.41 100,837 263,956 127,340 136,616 492.1 2.6

永平寺町 94.43 7,261 19,968 9,772 10,196 211.5 2.8
管　内 630.84 108,098 283,924 137,112 146,812 450.1 2.6
福井県 4190.43 280,117 786,024 380,249 405,775 187.6 2.8
全　国 377,972.28 55,952,365 12,691万人 6,171万人 6,520万人 335.8 2.3

人口密度
(人/k㎡)

世帯当た
り人口

世帯数 
面  積
(k㎡)

人　　        口　　　　　（人）

  注 面積：「全国都道府県市区町村別面積調」（平成２６年１０月１日現在、国土地理院） 

県内人口・世帯数：「県の人口と世帯（推計）」（福井県総合政策部政策統計・情報課） 

全国世帯数：「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」 

(総務省自治行政局、平成２６年１月１日現在) 

全国人口：「人口推計」（総務省統計局） 

 
 

 

 

 

 
  

   
 

 
 

  

１ 福井健康福祉センターの概要 
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表 ２ 管 内 市 町 別 人 口 動 態 実 数 および率  
（平 成 ２５年 ）  

 種別 

 

 

市町 

人口 

 

(10 月 1

日現在) 

出生数 

 

(人口 

千対率) 

死亡数 

 

(人口 

千対率) 

乳児 

死亡数 

(出生 

千対率) 

新生児 

死亡数 

(出生 

千対率) 

死産数 周産期 

死亡数 

(出産※2

千対率） 

婚姻数 

 

(人口 

千対率) 

離婚数 

 

(人口 

千対率) 

総数 

(出産※1

千対率） 

自然 

(出産※1

千対率） 

人工 

(出産※1

千対率） 

福井県 789,043 
6,461 8,764 12 6 149 76 73 28 3,744 1,181 

8.2 11.2 1.9 0.9 22.5 11.5 11.0 4.3 4.8 1.5 

管内 282,446 
2,439 2,986 2 2 63 33 30 11 1,474 470 

8.6 10.6 0.8 0.8 25.2 13.2 12.0 4.5 5.2 1.7 

福井市 262,434 
2,305 2,761 2 2 61 32 29 11 1,401 442 

8.8 10.5 0.9 0.9 25.8 13.5 12.3 4.8 5.3 1.7 

永平寺町 20,012 
134 225 0 0 2 1 1 0 73 28 

6.7 11.2 0.0 0.0 14.7 7.4 7.4 0.0 3.6 1.4 

注 １）人口は平成２５年１０月１日現在の日本人人口 ２）乳児：生後１年未満 ３）新生児：生後４週（２８日）未満 

４）出産※１：出生＋死産 ５）出産※２：出生＋妊娠２２週以後の死産 

６）国、福井県の諸率および人口は、厚生労働省「平成２５年人口動態統計（確定数）の概況」から 

７）市町および管内の人口は、福井県政策情報統計課「福井県の推計人口」から 

８）市町および管内の諸率は、福井県地域福祉課「平成２５年福井県人口動態統計」から 
 

表３ 管内死因別死亡数および率（人口 10 万対） 
（平 成 ２５年 ）  

    市町別 

死因別 

全国 

（Ｈ２５） 

福井県 

（Ｈ２５） 
管内 福井市 永平寺町 

人口 数 １２５，７０４，０００ ７９０，０００ ２８４，５４８ ２６４，４２７ ２０，１２１ 

総死亡 
数 １，２６８，４３６ ８，７６４ ２，９８６ ２，７６１ ２２５ 

率 １，００９．１ １，１０９.4 １，０４９.4 １，０４４.1 １，１１８.2 

悪性新生物 
数 ３６４，８７２ ２，３９８ ７６７ ７０４ ６３ 

率 ２９０．３ ３０３．５ ２６９．６ ２６６．２ ３１３．１ 

心疾患 
数 １９６．７３３ １，４９２ ５１０ ４６３ ４７ 

率 １５６．５ １８８．９ １７９．２ １７５．１ ２３３．６ 

脳血管疾患 
数 １１８，４３７ ８０１ ２５７ ２４２ １５ 

率 ９４．２ １０１．４ ９０．３ ９１．５ ７４．５ 

肺炎 
数 １２２，９６９ １，０３７ ３０８ ２８３ ２５ 

率 ９７．８ １３１．３ １０８．２ １０７．０ １２４．２ 

不慮の事故 
数 ２９，５７４ ３６５ １１３ １０６ ７ 

率 ３１．５ ４６．２ ３９．７ ４０．１ ３４．８ 

自殺 
数 ２６，０６３ １４６ ２４ ２１ ３ 

率 ２０．７ １８．５ ８．４ ７．９ １４．９ 

老衰 
数 ６９，７２０ ３５９ １４９ １３７ １２ 

率 ５５．５ ４５．４ ５２．４ ５１．８ ５９．６ 

腎不全 
数 ２５，１０１ １５０ ７０ ６８ ２ 

率 ２０．０ １９．０ ２４．６ ２５．７ ９．９ 

肝疾患 
数 １５，９３０ １０３ ３２ ２８ ４ 

率 １２．７ １３．０ １１．２ １０．６ １９．９ 

慢性閉塞性 

肺疾患 

数 １６，４４３ １１１ ３９ ３７ ２ 

率 １３．１ １４．１ １３．７ １４．０ ９．９ 

糖尿病 
数 １３，８１２ １１９ ３３ ３１ ２ 

率 １１．０ １５．１ １１．６ １１．７ ９．９ 

その他 
数 ２５８，７９２ １，６８３ １，４７６ １，４３３ ４３ 

率 ２０５．９ ２１３．０ ５１８．６ ５４１．８ ２１３．７ 

注１）市内および管内人口は「福井県の推計人口」から（いずれも平成２５年１０月１日現在の日本人人口） 

注２）市町および管内の諸率はセンターにて算出した（（死亡数/人口）＊100,000）
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表 ４ 医 療 ・薬 事 ・保 健 ・福 祉 施 設 総 括 表  

病院 28 1 29
一般診療所 259 12 271
歯科診療所 132 7 139
薬局 98 7 105
医薬品販売業 139 6 145

保健センター 2 3 5
生活保護施設 医療保護施設 1 1

養護老人ホーム 1 1
ケアハウス 9 9
有料老人ホーム 4 4
老人福祉センター 2 3 5
介護実習・普及センター 1 1
地域包括支援センター 9 1 10
生活支援ハウス 1 1
指定介護老人福祉施設 21 3 24
介護老人保健施設 9 9
指定介護療養型医療施設 10 10
指定訪問介護事務所 51 2 53
指定訪問看護ステーション 20 1 21
指定通所介護事業所 73 4 77
指定通所リハビリテーション事業所 7 7
指定短期入所生活介護事業所 30 3 33
指定認知症対応型通所介護事業所 19 1 20
指定小規模多機能型居宅介護事業所 29 1 30
夜間対応型訪問介護事業所 1 1
指定定期巡回随時対応訪問介護事業所 3 3
指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所 22 1 23
指定地域密着型介護老人福祉施設 7 7
指定（介護予防）特定施設入居者生活介護事業所 8 8
視覚障害者情報提供施設 1 1
身体障害者福祉センター 1 1
指定居宅介護事業所 30 2 32
指定短期入所事業所 21 21
指定生活介護事業所 11 11
指定自立訓練事業所 5 5
指定就労移行支援事業所 13 13
指定就労継続支援Ａ型事業所 17 17
指定就労継続支援Ｂ型事業所 19 19
指定共同生活介護事業所・指定共同生活援助事業所 44 1 45

指定障害者支援施設 9 9
指定相談支援事業所 3 3

児童一時保護所 1 1
助産施設 2 1 3
乳児院 1 1
児童自立支援施設 1 1
指定児童発達支援事業所 6 6
指定放課後等デイサービス事業所 8 8
指定保育所等訪問支援事業所 3 3
福祉型障害児入所施設 1 1
医療型障害児入所施設 1 1
児童厚生施設 29 3 32
保育所 88 8 96
へき地保育所 1 1

母子福祉施設 1 1
婦 人 福 祉 施 設 婦人保護施設 1 1
そ の 他 低額診療施設 2 2
＊社会福祉施設一覧から

（平成25年4月1日現在）

福井市 永平寺町 総数

医 療 施 設

薬 事 施 設

老 人 福 祉 施 設

介 護 保 険 施 設
事 業 所

身体障害者福祉施設

障害福祉サービ
ス 事 業 所

児 童 福 祉 施 設

市町別市町別施設種別 市町別施設種別 市町別
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２ 沿   革  

高志福祉事務所 

昭和 26 年 10 月 高志地方事務所が発足（厚生係） 

昭和 31 年 2 月 高志事務所・福祉課と改称 

昭和 37 年 4 月 高志福祉事務所独立。民生課、保護課の 2 課制となる。 

昭和 52 年 4 月 家庭児童相談室の新設 

平成 9 年 4 月 松本合同庁舎から福井保健所庁舎内に事務所移転。 

民生課を地域福祉課に改称 

福井保健所 

大正 12 年 2 月 福井市毛矢町に木田簡易健康保健相談所を開設 

昭和 19 年 10 月 旧保健所法（昭和 12 年法律第 42 号）に基づき、福井市毛矢町に福井保健

所として発足 

昭和 20 年 7 月 戦災により焼失、福井市内の仮庁舎（福井市役所・済生会病院など）で執務 

昭和 22 年 9 月 保健所法の制定（昭和 22 年 9 月 5 日法律第 101 号） 

昭和 24 年 3 月 福井市松陰町に木造庁舎を建設。A 級保健所に昇格し、4 課制（総務課・衛 

生課・保健予防課・普及課）となる。 

昭和 25 年      森田保健所を統合 

昭和 38 年 3 月 丹生郡殿下村が福井市編入により福井保健所の所管となる。 

昭和 38 年 9 月 福井市西木田 1 丁目に新築移転 

昭和 42 年 5 月 坂井郡川西町の福井市編入により、金津保健所川西支所を統合 

昭和 43 年 11 月 川西支所を廃止 

昭和 46 年 6 月 検査課を新設 

昭和 53 年 4 月 と畜検査事務を食肉衛生検査所（新設）へ移管 

昭和 55 年 4 月 衛生課を廃止し、食品衛生課・環境衛生課を新設、6 課制（総務課・食品衛 

生課・環境衛生課・検査課・保健予防課・普及課）となる。 

平成 5 年 10 月 福井市西木田 2 丁目に新築移転 

平成 6 年 7 月 保健所法から地域保健法に改正 

平成 9 年 4 月 地域保健法の全面（完全）施行。課の名称変更（総務課・食品衛生課・環境 

衛生課・衛生検査課・健康増進課・保健指導課） 

平成 10 年 4 月 福祉保健推進室を新設 

福井健康福祉センターとして統合 

平成 12 年 4 月 高志福祉事務所と福井保健所が統合し、福井健康福祉センターとなる。 

 

 

 

平成 18 年 4 月 丹生郡旧越廼村、旧清水町が福井健康福祉センターの所管となる（同年 2

月足羽郡美山町、丹生郡越廼村、清水町が福井市に編入合併。同月吉田

郡松岡町、永平寺町、上志比村が合併し「永平寺町」となる）。 

平成 22 年 4 月 保健指導課を廃止し、地域保健課を新設 

平成 24 年 4 月 医療監査室を新設、検査業務を衛生環境研究センターへ移管し、衛生検査

課を廃止。５課２室（地域支援室・医療監査室・福祉課・地域保健課・健康

増進課・生活衛生課・環境廃棄物対策課）となる。 

＜６課１室＞ 地域支援室 

福祉保健部・・・福祉課・健康増進課・保健指導課 

環境衛生部・・・生活衛生課・環境廃棄物対策課・衛生検査課 
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３ 組   織                                         （平成 27 年 4 月 1 日現在）   
 
 

           地域支援室 
 
 
 
 
                          医療監査室 （1）病院・診療所の立入検査に関すること                      
 
 
           福祉保健部長  福祉課 
          
 
 
 
 
 
 
 
                      地域保健課 
 
 
 
所長  医幹 
 
 
 
 
                      健康増進課 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
環境衛生部長   生活衛生課 

 
 
 
 
 
 
                       環境廃棄物 

対策課 
 

(1)庶務・会計に関すること 
(2)財産管理に関すること 
(3)医務関係法令の施行に関すること 
(4)薬事法、毒劇物等の法の施行に関すること 
 

(1)生活保護、身体障害者・知的障害者福祉、
障害者自立支援、児童福祉、児童虐待防
止、母子・父子・寡婦福祉、売春防止、DV 防
止の各法に関すること 

(2)女性、母子・父子・寡婦、児童の相談に関す
ること 

(3)民生委員・児童委員の指導育成に関すること 
(4)福祉のまちづくり条例に関すること 

 
(1)地域における保健・医療・福祉および環境の 

総合的企画調整に関すること 
(2)医療政策に関すること 
(3)健康危機管理に関すること 
(4)感染症（結核、エイズ、肝炎対策）・防疫に関 

すること 
(5)地域医療連携に関すること 
 

(1)保健指導業務に関すること 
(2)精神保健福祉法に関すること 
(3)健康づくり（がん対策、生活習慣病）に関する 

こと 
(4)健康増進法および栄養士法の施行に関する 

こと 
(5)母子保健に関すること 
(6)小児慢性特定疾患に関すること 
(7)難病対策に関すること 
(8)歯科保健に関すること 
 (1)食品衛生・食中毒予防の推進に関すること 
(2)動物愛護・犬による苦情の相談に関すること 
(3)生活衛生（営業六法）に関すること 
(4)水道・飲用井戸の指導に関すること 
(5)浄化槽・温泉・特定建築物などの届出に関す 

ること 
 
(1)廃棄物適正処理の推進に関すること 
(2)ごみ減量化・リサイクルの推進に関すること 
(3)環境保全および公害防止に関すること 
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４ 課・室別職種別職員配置表  
 （平成 27 年 5 月 19 日現在） 

     課  室 

 

 

 

 種  別 

地

域

支

援

室 

医

療

監

査

室 

福 祉 保 健 部 環 境 衛 生 部 合

 

計 

福

祉

課 

地
域
保
健
課 

健
康
増
進
課 

生
活
衛
生
課 

対

策

課 

環
境
廃
棄
物 

事  務  吏  員 7 
（所長含む） 

1 2  1 3 1 15 

医      師 1 
（医幹） 

      1 

獣   医   師      3 
(部長含む) 

 3 

薬   剤   師 1 1  １  5 4 12 

保   健   師    6 
（部長含む） 

7   13 

診療放射線技師  1  １    2 

歯 科 衛 生 士     1   1 

化      学       1 1 

栄   養   士     1   1 

社 会 福 祉 士   1     1 

非 常 勤 医 師   (兼 1) 2 1   3 

相   談   員   3     3 

団  体  職  員      2  2 

合   計 9 3 6 10 11 13 6 58 
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５ 福井健康福祉センター運営協議会  

地域住民の意向に沿った保健、医療、福祉、環境に係る施策を推進するために、当センターの

運営に関する事項を審議する「運営協議会」を設置しています。 

 

表１ 平成２６年度 開催状況 

 

 

 

表２ 福井健康福祉センター運営協議会委員名簿 

（平成 27 年 6 月 24 日現在） 

区  分 氏  名 役 職 名 

 

医 療 関 係 団 体 

〃 

社会福祉関係団体 

〃 

 

学 校 関 係 

事 業 場 

一 般 住 民 

 

〃 

市 町 

〃 

 

安 川  繁 博 

岡 田  正二郎 

吉 田  敏 貢 

田 中  眞佐子 

 

清 水  実奈枝 

北 野  憲太郎 

中 村  光 子 

 

堀 江  俊 子 

港 道  則 男 

河 合  永 充 

 

福井市医師会会長 

福井市歯科医師会会長 

福井市社会福祉協議会会長 

永平寺町民生委員児童委員協議会 

会長 

 

福井市養護教諭部長 

福井食品衛生協会会長 

福井県食生活改善推進員連絡協議会

福井支部支部長 

 

永平寺町女性連絡協議会代表 

福井市福祉保健部長 

永平寺町長 

       (任期：平成 27 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日) 

開 催 日 平成２７年３月５日（木） 

場  所 当センター ３階 大会議室 

議   題 
①健康福祉センター主要事業等について 

② 「健康危機管理について」～節足動物によって媒介される感染症～ 
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６ 主な定期業務  

（平成 27 年 4 月 1 日現在） 

項  目 日  程 受付時間 備  考 

母 子 ・父 子 ・寡 婦 相 談 

月 曜 日 ～金 曜 日 8:30～17:15 

福井市の方は、 

「 福 井 市 各 担 当

課」にご相談くださ

い 

女 性 相 談 

家 庭 児 童 相 談 

栄 養 成 分 表 示 相 談 月 曜 日 ～金 曜 日 8:30～17:15 予 約 制 

エ イ ズ ・ 肝 炎 相 談 月 曜 日 ～金 曜 日 8:30～17:15  

エイズ検査 

即 日 検 査 毎 月 第 2 月 曜 日 9:00～10:30 予 約 制 

通 常 検 査 毎月第 1・3・4・5 月曜日 14:00～16:00  

夜間・通常検査 毎 月 第 4 火 曜 日 17:00～19:00 予 約 制 

肝炎検査 
通 常 検 査 

毎月第 1・3・4・5 月曜日 14:00～16:00  

毎 月 第 2 月 曜 日 9:00～10:30 予 約 制 

夜 間 検 査 毎 月 第 4 火 曜 日 17:00～19:00 予 約 制 

精神保健 

相談 

精神科医師に

よる相談 
毎月第 1・3 木曜日 14:00～16:00 予 約 制 

保健師による 

相談 
月 曜 日 ～金 曜 日 8:30～17:15 

できれば

事 前 に連 絡 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-9- 

１ 医療施設の状況 

医療機関を開設する場合や構造設備等の変更がある場合には許可申請を、廃止する場合や

診療日時、科目等に変更があった場合には届出が必要です。 

管内の医療施設数は次表のとおりで、平成２６年度の開設許可件数は１５件、開設届出件数は

１０件、変更許可件数は６１件、変更届出件数は１１２件、廃止届出（開設者死亡届を含む。）件

数は１１件です。 

県では、「医療情報ネットふくい」(※)としてホームページを開設し、診療科目や医師・看護師等

医療従事者の配置状況などを広く県民にお知らせしています。 

（※福井県ホームページ http://www.pref.fukui.lg.jp/ から入る場合は、 

   「救急医療情報」→「医療情報ネットふくい」 http://www.qq.pref.fukui.jp/qqport/kenmintop/ ） 

 

表 1 医療施設数および病床数     （平成 27 年 3 月 31 日現在） 

     項目 

 

 市町別 

医 療 施 設 数 病  床  数 

病院 
一  般 

診療所 

歯  

科 

診 

療 

所 

一般 療養 結核 精神 

感 

染 

症 

計 

平成 25 年度 28  271 146 4,136 1,063 24 1,284 8 6,515 

平成 26 年度 28  
有床 無床 計 

145 4,127 1,063 24 1,284 8 6,506 
41 231 272 

  福井市 27  41 219 260 138 3,568 1,063 24 1,243 8 5,906 

  永平寺町 1   12 12  7 559 0 0 41 0 600 

福井県 70  597 293 6,394 2,342 49 2,298 16 11,099 

全  国 8,492  100,744 68,780 994,343 340,335 6,177 337,818 1,781 1,680,464 

        （全国は平成２７年２月２８日現在） 

 

２ 医療従事者数 

 国内に居住する医師・歯科医師・薬剤師および業務に従事する看護職・歯科衛生士・歯科技工

士は、２年に一度、１２月３１日現在における氏名や住所地、就業地を、翌年１月１５日までに届け

出ることが義務付けられています。当センターではそれらの届出を受理し、審査・集計を行っていま

す。 

２ 医務 

http://www.pref.fukui.lg.jp/
http://www.qq.pref.fukui.jp/qqport/kenmintop/


 

 

-10- 

表２　管内従事医師、歯科医師および薬剤師数 （平成24年12月31日現在）

その他
（無職・不詳含む）

909 873 36 - 190 640

392 372 20 - 18 77

1,301 1,245 56 - 208 717

1,975 1,888 87 - 426 1,369

303,268 288,850 11,814 2,604 102,551 280,052

歯科医師
左以外従事者

薬剤師

福井県

全国

（厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」）

福井市

永平寺町

福井管内

医師

総数 医療施設従事者

 

 

表３　管内看護職、歯科衛生、歯科技工士就業数 （平成26年12月31日現在）

保健師 助産師 看護師 准看護師 歯科衛生士 歯科技工士

227 119 3,949 1,140 288 120

16 15 731 35 10 5

243 134 4,680 1,175 298 125

503 218 7,958 3,096 638 275

48,452 33,956 1,086,779 340,153 116,299 34,495全国

福井市

永平寺町

福井管内

福井県

 
（厚生労働省「衛生行政報告例」・「業務従事者届」） 

 

 

 

 

医療法第２５条第１項の規定に基づき、病院、診療所が定められた人員、構造設備を有し、か

つ、適正な管理を行っているか否かについて検査することにより、科学的でかつ、適正な医療を行

う場にふさわしいものとすることを目的として立入検査を実施しています。 

平成２４年度から当センターに医療監査室を設置し、それまで嶺北４健康福祉センターで行って

いた立入検査業務を集約して、嶺北全域の立入検査を実施しています。 

＜実施頻度＞ 

  病院：１回／年    有床診療所：１回／３年    無床診療所・歯科診療所：１回／５年 

 

平成２６年度 立入施設数 

 福井 坂井 奥越 丹南 嶺北計 福井県 

病 院 28 7 6 18 59 70 

有床診療所 18 1 0 7 26 28 

無床診療所 29 9 0 20 58 71 

歯科診療所 30 5 0 18 53 61 

合 計 105 22 6 63 196 230 

３ 病院・診療所の立入検査 
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１ 薬事関係施設の状況 

薬局の開設、医薬品や医療機器等の製造販売をする場合には、薬事法(※)に基づき、許可・

届出が必要となります。（※医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律） 

管内の薬事関係施設数は県内全施設数の４７％を占め、特に医療機器販売・貸与・修理業が

多く、また大手薬品会社の営業所となる卸売販売業が管内に集中しています。 

当センターでは、開設時などの通常監視指導のほか、「医薬品等一斉監視指導」、「医療機器

等一斉監視指導」の各強化期間に監視指導を実施し、医薬品販売業者に対しては、医薬品等の

品質管理や購入者に対する適切な情報提供や薬剤師および登録販売者等の配置などについて、

医療機器販売業者等に対しては、販売管理体制などについて指導しています。 
 

表１ 薬事関係施設数および監視数    
 

（平成 27 年 3 月 31 日現在） 

区分 

施設数 

監視数 
福井県   管内 

福井市 永平寺町 

医 
 
 

 

薬 
 

 
 

品 

薬    局 260 105 7 112 67 

製造業 17 2 - 2 0 

薬局製造業 37 17 - 17 11 

製造 

販売業 

第１種 1 - - 0 - 

第２種 5 - - 0 - 

薬局 37 17 - 17 11 

店舗販売業 199 66 7 73 24 

卸売販売業 86 62 - 62 22 

薬 種 商 販 売 業 7 2 - 2 0 

特 例 販 売 業 3 - - 0 - 

配置販売業 128 7 - 7 0 

医薬 製 造 業 4 3 - 3 1 

部外品 製造販売業 6 4 - 4 1 

化粧品 
製 造 業 7 5 - 5 1 

製造販売業 8 7 - 7 3 

医 

療 

機 

器 

製 造 業 82 20 - 20 10 

修 理 業 39 38 - 38 20 

製造 

販売業 

第１種 5 4 - 4 2 

第２種 2 - - 0 - 

第３種 53 13 - 13 7 

販売業 
高度管理医療機器等 334 214 8 222 68 

管理医療機器 1,740 716 32 748 33 

貸与業 
高度管理医療機器等 122 121 5 126 21 

管理医療機器 25 23 - 23 1 

計 3,207 1,446 59 1,505 303 

４ 薬務 
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２ 毒物劇物関係施設の状況 

毒物または劇物を販売する場合や販売または授与の目的で製造等を行う場合、「毒物及び劇

物取締法」に基づく登録・届出が必要となります。 

管内の施設数は次表のとおりで、これらの施設に対し、毒物・劇物の流失等の事故防止や盗難

防止を図るため、保健衛生上の見地から、適切な管理に必要な取締りを行っています。 

 

表２ 毒物劇物関係施設数および監視数 （平成 27 年 3 月 31 日現在） 

区分 

施設数 

監視数 
福井県 

  
管内 

福井市 永平寺町 

販
売
業 

毒
劇
物 

一 般  353 162 5 167 39 

農 業 用 品 目  134 22 5 27 2 

特 定 品 目  26 15 - 15 1 

取
扱
者 

業
務
上 

電 気 メ ッ キ 業 15 3 - 3 1 

金属熱処理業 - - - 0 0 

運 送 業 9 3 1 4 0 

毒 劇 物 製 造 業 者 39 12 - 12 7 

毒 劇 物 輸 入 販 売 業 者 4 3 - 3 2 

特 定 毒 物 研 究 者 8 5 1 6 0 

計 588 225 12 237 52 

 

 

３ 薬物乱用防止対策 

薬物乱用を許さない社会環境づくりを推進するため、薬物乱用防止指導員の協力を得て、街頭

キャンペーンや大学、高等学校および中学校等での薬物乱用防止教室を実施し、麻薬、覚せい

剤、大麻等の薬物に対する正しい知識と薬物乱用による悪影響について広報啓発活動を行って

います。 

また、麻薬や向精神薬の適正使用や紛失・盗難防止の徹底を図るため、これらの薬物を治療

目的で取り扱っている医療機関や薬局等の施設に対し立入検査を実施し、適切な保管管理等に

ついて指導しています。 
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表３ 麻薬・向精神薬等取扱施設数および監視数（平成 27 年 3 月 31 日現在） 

区分 管内取扱施設数 監視数 

薬局 112  67  

病院等 461  141  

その他 22  5  

 

 

４ 血液事業 

献血により得られた血液を原料とした血液製剤の安定供給の推進と、広く各県民各層に献血に

関する理解と協力を求めるため、「愛の血液助け合い運動」(７月)や「はたちの献血キャンペーン」

(１月～２月)として、街頭キャンペーン等の普及啓発活動に協力しています。 

 

表５ 移動採血車による献血状況  
  

単位：人 

  
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

目   標 実   績 目   標 実   績 目   標 実   績 

福 井 県 22,900 23,138 23,450 23,940 23,930 22,872 

福 井 市 9,408 8,983 8,502 9,581 10,068 9,160 

永平寺町 501 455 519 430 406 408 

                                   （福井県赤十字血液センター調べ） 
 

啓発活動 実施期間 内容 

不正大麻・けし撲滅運動 5 月 1 日～6 月 30 日 
植えてはいけないけし等パト

ロールを実施 

「ダメ。ゼッタイ。」普及運動 6 月 20 日～7 月 19 日 

「ダメ。ゼッタイ。」ヤング街

頭キャンペーンの実施および

国連支援募金活動 

麻薬・覚せい剤乱用防止運動 10月 1日～11月 30日 
大学祭等でキャンペーンを実

施 

薬物乱用防止教室の開催 随時 

中学校 26 校、高等学校 13 校、

大学2校で薬物乱用防止教室を

開催 

表４ 平成 26 年度薬物乱用防止対策啓発状況 
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１ 生活保護制度の概要 

（１）生活保護制度の目的 

生活保護は、日本国憲法第２５条に規定する理念により、昭和２５年に制定された生活保護法

に基づいて、生活に困窮する全ての国民に対して、その困窮の程度に応じた必要な保護を行い、

最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。 

 

 

（２）生活保護制度の基本原理 

 

 

 

 

 

（３）生活保護実施上の原則 

 

 

（４）保護の要否                  

  保護が受けられる場合                 保護が受けられない場合 

 

 

 

 

 

 

 

（５）生活保護の種類と方法 

 

 

最 低 生 活 費 

収  入 保護費 

最 低 生 活 費 

収  入 

５ 生活保護 

①国家責任による最低生活保障の原理 

②保護請求権無差別平等の原理 

③健康で文化的な最低生活保障の原理 

④保護の補足性の原理 
（ア）資産の活用 

（イ）能力の活用 

（ウ）私的扶養の優先 

（エ）他法他施策の活用 
①申請保護の原則 

②基準および程度の原則 

③必要即応の原則 

④世帯単位の原則 

 

 

 

①生活扶助 …衣食その他日常生活費等 

②教育扶助 …義務教育にかかる教材費等 

③住宅扶助 …家賃・地代・住宅維持費等 

④医療扶助 …診察・薬剤・治療材料費等 

⑤介護扶助 …居宅介護費・施設介護費・介護予防費等 

⑥出産扶助 …分娩の介助費等 

⑦生業扶助 …技能取得費・高等学校就学費等 

⑧葬祭扶助 …火葬・埋葬費等 
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２ 実施状況 

管内における生活保護受給者は、１０年前の平成１６年度には２９世帯３６人でしたが、平成２６

年度は３４世帯３９人に増加しています。（いずれも当該年度の平均） 

今後も、ひとり暮らしの高齢世帯の増加等により、要保護者は増えていくものと思われます。 

管内の被保護世帯は、高齢者、傷病者・障害者がほとんどであることから、これらの世帯の生活

実態、病状の把握に努め、町、民生委員、医療機関、介護サービス事業所等と密接な連携をとり

ながら、適切な援助方針を立て、就労意欲の喚起を図り、福井公共職業安定所が実施する生活

保護受給者等就労自立促進事業の活用を図る等、経済的自立への支援を行っています。 

 

   表１ 被保護世帯の構成人員の状況（永平寺町内）       

区  分 １人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人 計 

世 帯 数  29   5  0  0  0  0  34 

構成比（％） 85.3 14.7 0.0 0.0 0.0 0.0 100 

 

表２ 年齢区分別被保護人員（永平寺町内）                 

 

 

 

区  分 

幼少年齢層 稼働年齢層 老齢年齢層 

計 

 
 
 

～ 
 
 

歳 

  
 

～ 
 
 

歳 

小 
 
 

計 

  
 

～ 
 
 

歳 

  
 

～ 
 
 

歳 

  
 

～ 
 
 

歳 

小 
 
 

計 

 
  

～ 
 
 

歳 

 
 

歳 

以 

上 

小 
 
 

計 

人 員 数 0 0 0 0 11 8 19 3 17 20 39 

 

表３ 被保護世帯の世帯類型の状況（永平寺町内）        

区  分 
高齢者 

世帯 
母子世帯 

傷病・障害

者世帯 

その他の 

世帯 
計 

世 帯 数  17   0   13   4  34 

構成比（％） 50.0 0.0 38.2 11.8 100 

 

(平成 27 年 4 月 1 日現在) 

(平成 27 年 4 月 1 日現在) 

0 

(平成 27 年 4 月 1 日現在) 

5 

6 

14 

15 

19 

20 

59 

60 

64 

65 

69 

70 
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県では、「第三次福井県元気な子ども・子育て応援計画」を策定し、子育て支援のための様々な

施策を実施しています。当センターにおいても、市町や児童相談所等と連携し、児童福祉の推進に

努めています。 

１ 家庭相談員による相談支援 

家庭相談員が関係機関と緊密な連携をとりながら、必要な指導・援助にあたっています。 

表１　家庭相談員の相談受付状況

人
間
関
係

登

校

拒

否

そ
の
他

虐

待

そ
の
他

延件数 65 7 11 10 56 0 5 118 146 27 0 445

実人数 9 3 2 3 5 0 1 9 17 2 0 51

延件数 構成比(％) 14.6 1.6 2.5 2.2 12.6 0.0 1.1 26.5 32.8 6.1 0.0 100.0

事　項

件数等

性
格
・
生
活

　
　
習
慣
等

知
能
･
言
語

学校生活等
非

 
 
行

家族関係
            (平成26年4月1日〰平成27年3月31日)

環

境

福

祉

障

 
 
害

そ

の

他

計

２ 子育てマイスター研修の開催 

地域の子育てマイスター（子育てに関する悩みや不安に関する相談員として県に登録されてい

る有資格者の方）や子育て支援センター職員等を対象とした研修会を開催しています。 

表２ 平成26年度 子育てマイスター研修会実施状況 

開催日・会場 内容 講師 参加者  

平成 27 年 1 月 18 日 

福井県児童科学館 

講演「相談援助の基本〰保護者を

支えるヒントを見つける」 

仁愛女子短期大学 

准教授 青井 夕貴 氏 
38 人 

 

３ 児童虐待防止専門研修会の開催 

主任児童委員、保育士、幼稚園・小中学校教員等を対象とした児童虐待防止専門研修会を

年２回（うち１回は嶺北地区の健康福祉センター合同で）実施しています。 

表３ 平成26年度 児童虐待防止専門研修会実施状況   (上段-嶺北地区、下段-福井地区) 

開催日・会場 内容 講師 参加者  

平成 26 年 8 月 22 日 

生活学習館 

講演「子ども虐待への対応〰関係機

関の役割」 

関西学院大学 

教授 才村 純 氏 
241 人 

平成 27 年 3 月 10 日 

当センター 

講演「虐待を受けた子どもへのかか

わりについて」 

福井大学 

准教授 廣澤 愛子 氏 
67 人 

６ 児童福祉 
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県では、「第５次福井県障害者福祉計画」を策定し、障害者が住みなれた地域で安心して生きが

いのある暮らしができる社会の実現に向けて、様々な取り組みを行っています。 

当センターにおいても、身体障害者手帳の交付、傷害児福祉手当・特別障害者手当の給付等を

行い、身体障害者の福祉の向上に努めています。 

 

１ 身体障害者手帳の交付 

補装具、各施設入所などの各種援助を受ける場合や、税の減免、鉄道運賃の割引などのサー

ビスを受ける場合の身体障害者の証票として交付しています。 

  表１ 健康福祉センター別身体障害者手帳所持者数          （平成27年3月31日現在） 

健康福祉セ

ンター名 
福 井 坂 井 奥 越 

丹   南 
二 州 若 狭 合 計 

丹 生 武 生 

人 数 13,785 5,913 3,655 4,713 4,661 4,952 3,015 40,694 

 

  表２ 管内障害等級別身体障害者手帳所持者数（福井市・永平寺町内）(平成27年3月31日現在） 

 重度障害者 
3 級 4 級 5 級 6 級 計 

1 級 2 級 

視   覚 326 264 65 61 120 87 923 

聴覚・平衡 60 250 149 270 8 494 1,231 

音声・言語・そしゃく 19 11 71 49   150 

肢   体 1,469 1,444 1,759 2,147 589 331 7,739 

内   部 2,117 78 825 722   3,742 

計 3,991 2,047 2,869 3,249 717 912 13,785 

 

２ 特別障害者手当等の支給 

身体または精神の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態に

ある在宅の最重度障害者について、その負担を軽減する手段として手当を支給しています。 

  表３ 特別障害者手当等の受給者数（永平寺町内）         （平成 27 年 3 月 31 日現在） 

手当の名称 手当の額 永平寺町 福井県 額の改定 平成 27 年 4 月～ 

特別障害者手当 26,000 円/月 17 576 26,620 円/月 

障害児福祉手当 14,140 円/月 10 405 14,480 円/月 

経過的福祉手当 14,140 円/月  0  16 14,480 円/月 

７ 障害者（児）福祉 
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３ 福祉のまちづくり 

（１）福祉のまちづくり条例 

障害者や高齢者を含む全ての方が、自らの意思で自由に社会生活活動に参加できるよう、県

では「福祉のまちづくり条例」を定め、官公庁施設、医療施設、社会福祉施設、商業施設など、多

数の方が利用する施設で、障害者用駐車場や点字ブロックなどの設置、段差の解消などのバリア

フリーを推進しています。 

  表４ 「福祉のまちづくり条例」適合証交付施設数 

機 関 名 

（所管区域） 

医療   

施設 

社会  

福祉     

施設 

商業 

施設 

教育  

施設 

集会  

施設 

公益  

事業           

施設 

共同  

住宅 

そ の 他 

合計 

当センター（永平寺町） 1 5 0 1 2 1 0 10 

福井市 
14 50 34 1 9 0 27 135 

福井県計 
66 222 130 11 54 10 97 590 

 

（２） ハートフル専用パーキング利用証制度 

県では平成１９年１０月から、公共施設やショッピングセンターなどで、障害者などが、駐車場を

快適に利用できるよう、ハートフル専用パーキング（身体障害者等用駐車場）制度を実施していま

す。ハートフル専用パーキングは、利用証をお持ちの方がご利用いただける駐車場で、障害者、高

齢者、けがをされている方、妊娠中や産後の方など歩行が困難な方に、県内共通の「ハートフル専

用パーキング（身体障害者等専用駐車場）利用証」を交付しています。 

表５ 利用証交付数・協定施設数  (平成 27 年 3 月 31 日現在) 

 
福井市・ 

永平寺町内 
福井県 

利用証交付数 
2,817 8,731 

協定施設数 
265 846 

 

 

 

 

 

(平成 9 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日) 
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婦人保護事業は、当初、「売春防止法」に基づき実施されてきましたが、近年、個人の尊厳を脅

かす配偶者等からの暴力（いわゆるＤＶドメスティック・バイオレンス）や男女問題、離婚問題など女

性をとりまく問題は、社会状況の変化とともに大きく変わってきています。 

当センターでは、ＤＶ被害者等に対して、女性相談員が関係機関と緊密な連携をとりながら、必

要な相談・援助にあたっています。 

また、関係機関の職員を対象に、ＤＶに関する制度の理解促進、相談対応の技術向上等を図

るために、ＤＶ事例検討会を年１回開催しています。 

 

女性相談受付状況 　　　　　　　　　　　　　　　　                   　　(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

夫

の

暴

力

離

婚

問

題

夫

の

酒

乱

そ

の

他

の

問

題

子

供

の

暴

力

養

育

不

能

子

供

の

そ

の

他

の

問

題

親

の

暴

力

他

の

親

族

の

暴

力

親

族

の

そ

の

他

の

問

題

交

際

相

手

の

暴

力

同
性

間
の

交

際

相

手

の

暴

力

交
際

相
手

の

そ

の

他

の

問

題

管  内 件　数
25 1 1 0 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 34

件　数
480 260 155 13 0 134 46 20 114 30 0 10 27 5 28 11 147 1,480

構　成
比(％) 24.4 13.2 7.9 0.7 0.0 6.8 2.3 1.0 5.8 1.5 0.0 0.5 1.4 0.3 1.4 0.6 7.5 75.1

ス

ト

ー

カ

ー

被

害

そ

の

他

小

　
　
　
　
　
計

福井県

　　　　事　項
　　　 （その１）

　件数等

人　　間　　関　　係

夫等 子供 親族 交際相手 家

庭

不

和

そ
の
他
の
者
の
暴
力

男

女

問

題

 

管  内 件　数
9 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 44

件　数
25 13 43 81 350 3 34 387 22 0 22 1,970

構　成
比(％) 1.3 0.7 2.2 4.1 17.8 0.2 1.7 19.6 1.1 0.0 1.1 100.0

注　福井県の件数は、県婦人相談所、県健康福祉センターおよび他の女性相談員設置市
　　（福井市、坂井市、鯖江市、敦賀市）の合計である。

合
　
　
　
　
　
　
　
計

精

神

的

問

題

妊

娠

・

出

産

病

気
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他

小

　
　
　
　
　
計

住

宅

問

題

・

帰

住

先

な

し

そ

の

他

小

　
　
　
　
　
計

医　療　関　係 そ　の　他

福井県

生

活

困

窮

求

職

借

金

そ

の

他

小

　
　
　
　
　
計

　　　　事　項
　　　 （その２）

　件数等

経　済　関　係

 

 

 

 

８ 女性福祉 
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児童の養育や健康面の不安、また就労の困難や経済的貧困による子の就学問題など、ひとり

親家庭の抱える問題は、その多くが複雑に重なりあっています。 

このような状況に対して、当センターでは、母子・父子自立支援員が母子・父子・寡婦のあらゆる

相談に応じ、精神的、経済的自立に必要な助言指導を行っています。 

表１　母子・父子・寡婦相談受付状況
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

住

宅

医

療

家

庭

紛

争

就

労

養
　
　
育
　
費

そ

の

他

養

育

教

育

非

行

そ

の

他

母
子
福
祉
資
金

寡
婦
福
祉
資
金

児
童
扶
養
手
当

生

活

援

護

そ

の

他

相談
件数 0 1 4 5 1 1 6 4 0 0 2 2 0 0 1 27

相談
回数 0 7 4 21 8 2 6 17 0 0 2 26 0 0 2 95

相談
件数 87 207 142 393 32 181 127 93 8 55 664 27 286 30 190 2,522

構成
比(％) 3.4 8.2 5.6 15.6 1.3 7.2 5.0 3.7 0.3 2.2 26.3 1.1 11.3 1.2 7.5 100.0

相談
回数 84 227 146 601 37 181 135 127 8 46 890 63 335 30 183 3,093

生 活 支 援

計

管　内

福井県

　　　事 項

  件数等

生 活 一 般 児 童

 

表２ 支援制度一覧 (主なもの)                        (平成２７年４月１日現在) 

項   目 内      容 

児 童 扶 養 手 当 

父または母と生計を同じくしていない１８歳に達する日以後の最初の３

月３１日までの間にある児童(政令で定める程度の障害の状態にある

場合は２０歳未満の児童)を監護する母、または監護し、かつ、生計を

同じくする父、もしくは父母にかわってその児童を養育している方に支

給されます。 

ひ と り 親 家 庭 

医 療 費 助 成 事 業 

母子(父子)家庭の母(父)および児童、または一人暮らしの寡婦の医

療費が無料になります。 

母子寡婦福祉資金貸付金 
ひとり親家庭および寡婦の生活の安定と児童の福祉を推進するため

に、各種資金の貸付を行っています。 

ひとり親家庭児童の学習支

援 

ひとり親家庭となり家庭環境が変化した児童・生徒をサポ－トし、義務

教育の段階から学習意欲の低下を防ぐため、学習ボランティアによる

学習の支援を行います。 

母子家庭等日常生活支援

事業 

ひとり親家庭および寡婦が、一時的な傷病、技能習得のための進学、

就職活動等により、日常生活を営むのにお困りの場合などに、身の回

りの世話などを行うための家庭生活支援員を派遣します。  

９ 母子･父子･寡婦福祉 
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感染症に関する正しい知識の普及や流行予測調査の広報を行うなど、感染症発生の予防に努

めています。 

一方、感染症発生時には、拡大防止のため、患者が適正な医療を受けることができるよう支援し

たり、感染の拡がりの調査、消毒や手洗い等の指導、接触者の健康診断等を実施しています。 

また、結核やエイズ、肝炎についても感染防止、治療支援、相談等の対応をしています。 

 

１ 感染症対策 

（１）感染症発生時対応 

医師からの感染症発生届や社会福祉施設等からの集団感染事例の報告を受けたときは、感染 

経路等を究明し、感染拡大を防止するため、必要に応じ発症までの行動、職業、家族構成、食事

内容などを調査します。また、当該感染症の特性によっては、入院勧告、消毒命令、就業制限、

接触者（患者と身近に接した家族、友人、グループなど）の健康診断、二次感染予防の指導を行

うこともあります。 

 

表１ 平成 26 年感染症発生届出状況 

感染症発生届出疾患 管内 （件） 福井県 （件） 

１類  0 0 

２類 結核 42 108 

３類 腸管出血性大腸菌感染症 14 38 

４類 

Ａ型肝炎 5 6 

Ｅ型肝炎 0 1 

日本紅斑熱 0 1 

レジオネラ症 8 19 

５類 

アメーバ赤痢 3 4 

カルバペネム耐性腸内細菌感染症 3 3 

クロイツフェルト・ヤコブ病 1 2 

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1 2 

後天性免疫不全症候群 5 8 

侵襲性インフルエンザ菌感染症 1 3 

侵襲性肺炎球菌感染症 14 23 

梅毒 3 3 

破傷風 0 1 

注 感染症は、症状の重さや病原体の感染力の強さなどにより、１類から５類までの５種類に分類されています。 

１０ 感染症対策 
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（２） 感染症発生動向調査（感染症サーベイランス事業）の実施 

感染症の発生情報を把握し、そのデータを分析し、県民や医療関係者に提供・公開しています。

全数届出対象疾患はその都度、定点把握対象疾患（５類感染症のうち２６疾患）は、週単位、月

単位に患者数を報告してもらい、当センター分を入力します。福井県衛生環境研究センターが全

県分の集計分析を行って、市町・医療機関など関係機関に還元し、予防対策に役立ててもらって

います。 

管内で流行している感染症については、警報を発すると共に、当センターのホームページにも予

防方法も含めて掲載し、注意を呼びかけています。さらに、必要に応じ流行中の感染症の原因ウイ

ルスを明らかにし、予防に役立てるための病原体検査を実施します。 

 

 （３） ライフステージ別感染症予防教室の開催 

感染症の知識の普及を図るため、様々な機会を通して各種団体への講義などを実施しました。

また、高齢者・障害者福祉施設や保育園等の職員を対象とし、施設内で感染症が発生した際の

感染拡大防止に関する研修会等を開催しました。 

 

表２ 平成 26 年度ライフステージ別感染症予防教室（エイズ予防関連除く）開催状況 

開催日 対象者 内容 参加（人） 

15 月 21 日 
管内の事業所（6か所） 

管内の商工会等（6か所） 

チラシ配布 

「海外渡航前の麻しん予防対策に 

ついて」             

2,200 

17 月 18 日 社会福祉施設看護師長 

講義 

「高齢者施設における結核対策 

と、感染性胃腸炎等集団発生時 

の対応について」 

   28 

18 月 12 日 福井市小中学校養護教諭 

情報提供 

腸管出血性大腸菌感染症につ 

いて 

    76 

10 月 21 日 

高齢者施設・障害者施設感染症

対策担当者 

管内市町関係課職員 

講義とグループワーク 

「感染性胃腸炎等発生時の 

施設の対応と結核について」 

  144 
10 月 29 日 

11 月 15 日 

11 月 12 日 

11 月 18 日 
児童施設感染症対策担当者 

管内市町関係課職員 

講義とグループワーク 

  「感染性胃腸炎等発生時の 

   施設の対応と対策」 

90 
11 月 20 日 
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（４） 定期予防接種実施状況の把握 

予防接種は、平成６年の法改正により、義務接種から勧奨接種となり、接種方法も集団接種か

ら個別接種へ切り替えられ、市町が主体となって行っています。当センターでは、管内の定期予防

接種実施状況や予防接種副反応報告＊１、予防接種事故状況＊２等を把握しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） 感染症に関する連携会議の開催 

感染症の発生時は、当センターと住民に身近な市町が、地域住民と協力し、まん延防止対策を

実施することになります。このため、日頃から当センターと市町が緊密に連携して、緊急時の対応

等を確認し、感染症対策を円滑に行えるように、連携会議を開催しました。 

 

表３ 平成２６年度感染症に関する連携会議開催状況 

開催日 参加者 内容 

 6月20日 管内市町関係課職員 

・ 管内市町と当センターの連絡体制 

・ 感染症対策用備蓄物資、資機材等の保有状況 

・ 水害等災害発生時の感染症対策 

・ 感染性胃腸炎等集団発生時の当センターの対応         

＊１ 予防接種副反応報告 
 予防接種後にまれに健康被害が現れることがあります。保護者等から相談を受けた市

町は、適切に対応するとともに、県を経由して国へ報告しています。 

   〔報告内容の例〕 

   ・ 頭痛、倦怠感、食欲不振で経過観察し 1 か月で消失 

   ・ 接種部位の掻痒感と発赤、腫脹、化膿、潰瘍等 

   

＊２ 予防接種事故状況 
  市町は、予防接種に係る事故の発生防止に努めるとともに、事故が発生した場合には迅

速に把握できる体制を取っています。健康被害につながるおそれのある事故であれば、県

を経由して国へ報告することとされています。 

   〔報告内容の例〕 

・ 日本脳炎を 1 期初回接種後 6 か月にならない時期に追加接種 

・ 4 種混合ワクチンを生後 3 か月に満たない時期に接種 

・ 有効期限を超過したワクチンを接種 
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２ 結核対策 

（１） 結核発生動向 

結核患者数は、医療や生活水準の向上により減少傾向

にあるものの、全国ではなお年間約２万人の新登録患者が

発生しています。特に近年、抗結核薬が効かない多剤耐

性結核の発生、住所不定者や外国人などの感染、高齢者

における再発など、新たな課題がみられています。 

当センター管内では、新しく結核患者として届出があった

患者（新登録患者）は、ほぼ横ばいの状態ですが、７0 歳以

上の高齢者の患者は増加傾向にあります。 

 

　表４　新登録患者の推移 （平成26年）

患者数 罹患率 患者数 罹患率 患者数 罹患率 患者数 罹患率 患者数 罹患率

全 国 23,262 18.2 22,681 17.7 21,283 16.7 20,495 16.1

福 井 県 115 14.3 124 15.4 99 12.4 109 13.7 108 13.7

管 内 35 12.2 37 12.9 37 12.9 43 15.1 42 14.7

（罹患率：人口10万対）

24 25　　　　年

区分

22 23 26

 

表５ 新登録結核患者年齢別活動性分類 （平成26年）

(％)

42 25 14 14 8 3 17 17 100.0

2

3 3 1 1 2 1 7.1

2 1 1 1 2 4.8

1

2 1 1 1 1 4.8

3 2 2 2 1 5 7.1

32 18 11 11 5 2 14 5 76.2
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菌
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  また、毎年12月31日時点で登録されている結核患者を、病状と治療状況により「活動性結核」

と「不活動性結核」に分類し、患者数を把握しています。 

 

表６　全登録患者市町別活動性分類

(人口10万対)

26 87 41 27 15 15 10 2 14 43 3 59 14.4

25 84 35 24 7 7 15 2 11 39 10 54 12.3

26 78 38 25 14 14 9 2 13 37 3 54 14.3

25 76 31 20 5 5 13 2 11 35 10 48 11.7

26 9 3 2 1 1 1 1 6 5 15.0

25 8 4 4 2 2 2 4 6 19.8

不活動
性結核

活 動
性

不 明

肺 結 核 活 動 性

総数

肺  外
結  核
活動性

潜在性
結  核
感染症

(別掲)総数

永平寺町

登 録 時
菌 陰 性

・
そ の 他

登 録 時
そ の 他
の 結 核
菌 陽 性

登録時喀痰塗抹陽性

初回
治療

再治
療

管　　内

福 井 市

登録者
総  数

　　活動性
　　 分類

市町別

活 動 性 結 核

総数

（毎年12月31日現在）

有病率

 

 

（２） 結核定期健康診断 

結核定期健康診断は、感染症法に基づき、市町村長および事業所、学校、施設の長が実施義

務者となって行います。高齢者などの感染ハイリスク者、医療従事者や教育関係者等、発病すると

周囲に感染を広げるおそれのある職業従事者、高校生以上の学校入学者が主な対象者となって

います。当センターでは、健診の実施状況を把握し、受診率向上のための周知を行っています。 

 

（３） 結核定期外健康診断（家族・接触者健診、管理健診） 

結核患者が発生した場合は、感染拡大の防止のため、患者、家族、接触者への迅速な訪問・

面接調査を行い、必要な方に健康診断を実施することにより、新たな感染者および発病者の早期

発見につなげています。 

また、治療終了者に対して管理健診を実施し、再発があれば早期発見できるよう努めています。 

 

表７　結核定期外健康診断実施状況 （平成26年度）

受診率

保健所 医療機関 （％） ツ反/喀痰 Ｘ線検査 QFT検査

接 触 者 591 151 432 99.0 11 189 262

結 核 治 療 終 了 者
治療中断（放置）患者 173 18 153 99.0 2 171 0

受 診 件 数　　　　　　区分

　対象

対象者数
（延人数）

検 査 区 分
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（４） 感染症診査協議会 

    平成１９年４月１日から福井県感染症診査協議会を６センターで１つ設置し、当センターが事務

局となっています。診査会では以下のことについて調査審議し、人権を尊重した適切な医療を提

供できるよう努めています。 

・ 結核患者に対する入院の勧告・措置、入院の延長に関する事項 

・ 結核患者の就業制限に関する事項 

・ 結核患者の医療費公費負担の要否の診査 

・ その他結核対策の推進に必要な事項 

 

（５） 結核患者地域 DOTS（直接服薬確認療法）事業 

平成２４年４月からは全結核患者を対象とし、確実に抗結核薬を服用させることにより結核のま

ん延を防止するとともに、多剤耐性結核の発生を予防することを目的に、以下のような地域DOTS

事業を実施しています。 

・ 個別支援計画の作成・決定 

・ 患者訪問 

・ 服薬支援の実施 

・ 医療機関との DOTS カンファレンスの実施による治療状況の把握 

 

表８ 結核患者家庭訪問・相談状況                    

 訪問指導（人） 相  談（人） 

実件数 延件数 面 接 電 話 

平成２５年度   51   303   189   832 

平成２６年度   74   320   141   362 

     

   表９ 平成２６年度地域 DOTS 開始時の服薬支援頻度 

服薬支援頻度 人数 

原則毎日服薬確認  7  

週に１回程度の訪問・電話連絡 13  

月１回程度の訪問・連絡確認 62  

入院中のため病院に服薬支援を依頼 4  

 

   表１０ 平成２６年度末時点での治療成績 

治 療 成 績 人数 

治療中    26  

治癒 54  

死亡 6  
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（６） 結核予防普及啓発 

    結核予防週間には、当センターでの結核予防啓発ポスター等の展示や設置と、各市町・学校・

社会福祉施設・事業所・医療機関等にポスタ－、リ－フレットの配布を行いました。また、各種研

修会等様々な機会を通じて結核予防の知識の普及に努めています。  

 

   表１１ 平成２６年度 結核予防普及啓発実施状況 

実施日 対象および開催場所 実施内容 

 9 月 24 日～30 日 
当センター１階ホール、 

２階カウンター 

結核予防週間普及啓発 

・結核予防啓発ポスター展示 

・結核に係る資料、パンフレット設置 

随 時 

精神科病院（5 か所）、社

会福祉施設（182 か所）、

地 域 包 括 支援 セン ター

（12 か所）、大学、短大、

専門学校（7 校）、矯正施

設（１か所）、市町担当課

（4 か所） 

資料の配布 

・結核予防に関するポスター、パンフレット、リ

ーフレット 

 

9 月 1 日 

 ～10 月 31 日 
医師臨床研修（２回） 

保健所における結核対策 

・講義 

・結核患者訪問 

・接触者健診、管理健診の見学 
4 月 23 日 

～1 月 28 日 

看護学生実習（７回） 

（県立大学、福井大学、福

井医療短大） 

9 月 14 日 

10月11日～13日 

10 月 18 日 

福井医療短大   

福井工業大学 

仁愛女子短期大学  

大学祭における結核の知識の普及 

・結核予防啓発ポスター展示 

・結核啓発資料展示 

・パンフレット設置 

9 月 16 日～30 日 

精神保健ボランティア（ク

レヨンの会）、摂食障害者

親の会（バンビの会） 

食品衛生講習会 

食生活改善推進員支部

研修 

結核の知識の普及啓発 

・当センターが作成したチラシ「結核の早期発

見に努めましょう」の配布 

 

7 月 18 日 社会復帰施設看護師長 

高齢者施設における結核対策について 

・講義 

10 月 21 日・29 日 

11 月 25 日・12 日 

社会福祉施設の感染対策

担当者 

管内市町関係課職員 

結核に対する施設の対応 

・講義 
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３ エイズ予防対策  

（１）エイズ相談・ＨＩＶ抗体検査 

面接相談や電話相談（随時）を実施し、感染防止のための正しい知識の説明や感染に対する

不安の解消に努めています。面接相談および HIV 抗体検査は、毎週月曜日と、毎月第 4 火曜日

の夜間に実施しており、毎月第 2 月曜日に迅速検査キットを用いる即日検査を実施しています。 

当センターの相談・検査数は、ともに県全体の約 6 割を占めており、そのうち、約 4 割は管外から

の受検者です。 

 

表1２ エイズ相談・HIV抗体検査数の年次推移     

          年度別 

  

 区分 

19 20 21 22 23 24 25 26 

相談数 
県  計 1,244  1,507  1,094  1,156  1,198  1,285  1,236 1,069 

当センター 797  961  704  803  897  850  809 704 

検査数 
県  計 615  819  625  634  534  512  637 553 

当センター 414  544  438  421  346  311  375 302 

 

表１３ HIV抗体検査内訳（性別、年齢階層別） 

 19歳以下 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上 計 

 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女  

25年度 6  8  82  62  88  35  42  10  17  3  16  1  4  1  375  

26年度 1  2  80  46  78  22  36  5  9  1  17  2  3  0  302  

 

（２）エイズ予防啓発事業 

エイズを含めた若年層の性感染症について、各関係機関と連携しながら予防啓発活動を展開

しています。また、平成２６年度は管内の大学祭に出向いて、パネル展示やパンフレット等を用いて

普及啓発を行いました。 

 

表１４ 平成 26 年度 エイズ予防啓発事業実施状況 

開催日 開催場所 対象者 内容 参加（人） 

 5 月 31 日 福井大学祭 学生・一般住民 

・パネル展示 

・チラシ、パンフレット配布 

・アンケート実施 

・エイズの知識度チェック 等 

300   

 9 月 14 日 福井医療短期大学祭 学生・一般住民 100   

10 月 13 日 福井工業大学祭 学生・一般住民 50   

10 月 18 日 仁愛女子短期大学祭 学生・一般住民 300   

 2 月 27 日 福井大学 27 年度新入学生 ・チラシ、パンフレット配布 1,100   
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４ 肝炎対策 

ウイルス性肝炎は国内最大級の慢性感染症で、B型肝炎、C型肝炎合わせて全国で 300万人

以上とも推定されています。肝炎のまん延防止のためには、早期に感染を発見し、適切な治療を

行うことが重要です。 

（１） 肝炎ウイルス相談・検査 

平成２３年度から、定例エイズ相談・ＨＩＶ抗体検査実施日に合わせて、B 型・C 型肝炎ウイルス

検査を無料で実施しています。また、電話相談は随時実施しています。 

 

表１５ 肝炎ウイルス相談・検査数（肝炎治療特別促進事業に関する相談含む）（平成 26 年度） 

相談件数（件） 検査件数（件） 

B 型肝炎 C 型肝炎 
平日 夜間 

B 型肝炎 C 型肝炎 B 型肝炎 C 型肝炎 

５１９ ５２５ １７４ １７４ ５５ ５５ 

 

（２） 肝炎治療特別促進事業 

B 型肝炎および C 型肝炎は、適切な治療によって、肝硬変、肝がんといった合併症を防ぐことが

可能な疾患です。しかし、インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療は、月額の医療費が高

額であり、核酸アナログ製剤治療は累積の医療費が高額になります。そのため、これらの治療に

対して医療費助成が行われています。 

 

表１６ 平成 26 年度肝炎治療受給申請数（受給決定者数）                       

 管内 （人） 福井県 （人） 

インターフェロン治療 43 132 

インターフェロンフリー治療 81 168 

核酸アナログ製剤治療（新規） 27 62 

核酸アナログ製剤治療（更新） 170 419 

合計 321 781 
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健康福祉センターが対応の先頭に立つべき事象として、自然災害や新型インフルエンザ等感染

症発生、食中毒、医療安全、精神保健、児童虐待、環境汚染等に係る健康危機が挙げられます。

職員が迅速、的確かつ組織的に対応ができるよう、所内の体制の整備を図っています。健康危機

管理マニュアルの整備、研修会・通報訓練等の実施を通じて、職員の意識を高め、資質の向上に

努めています。 
 

平成２６年度活動実績 

項  目 内  容 

体制の整備 
・連絡網の整備 

・対応物品等を物品保管庫に配置 

健康危機管理委員会 
・各課・室に健康危機管理担当者を配置、月 1 回委員会を開催 

・健康危機管理に関する情報・資料の提供 

所内研修会 

・健康危機発生時の当センターの対応と役割 

・個人防護服の着脱訓練 

・緊急通報訓練 

健康危機管理事象 

報告会 

・所内で健康危機管理事象を報告し、情報交換することで、危機対応 

能力の向上を図る。報告会：5 回、報告事例：14 事例 

各種マニュアルの整備 

・「福井県健康危機管理対応要領」等の整備 

・「健康福祉センターの危機管理対応要領」の整備 

・「健康福祉センター災害時対応要領」の新規作成 

・初動対応シミュレーション後の要領等見直し 

関係機関との連携 
・本庁主催の担当者会議への参加６回 

・初動時対応訓練の実施と検証 1 回 

高病原性鳥インフルエ

ンザ発生時対応訓練 

・連絡訓練および防疫作業従事者健康診査実施訓練参加 

・会議への出席 1 回 

・健康危機管理担当者会議で訓練の検証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 健康危機管理体制の整備 
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国は、超高齢化社会を迎えるにあたり、病気や障害があっても自宅等住み慣れた環境で療養が

でき、自分らしい生活を送ることができるよう在宅医療・介護の提供を推進しています。 

平成 25 年 3 月に策定された「第 6 次福井県医療計画」の第 11 章在宅医療では、施策の基本

的方向として、在宅医療推進体制の整備、在宅医療環境の整備、地域住民への在宅医療の普及

啓発が示されています。 

 

１ 福井地域医療連携体制協議会の開催（第 6 次福井県医療計画の推進） 

当センター管内における医療の体制整備や連携推進を図ることを目的に、管内医師会、歯科医

師会、薬剤師会、急性期医療機関、市町の代表者で構成された協議会を開催しています。 
 

表１ 平成２６年度開催状況 

日時 会場 出席者(委員) 内容 

平成 27 年 

3 月 5 日（木） 

 

当センター 

福井市医師会 

福井第一医師会 

福井市歯科医師会 

福井市薬剤師会 

福井県立病院 

福井赤十字病院 

福井大学医学部附属病院 

福井市、永平寺町保健・福

祉・介護担当課 

県地域医療課・長寿福祉課 

当センター 

・福井地域における医療計画 

関連主要事業の実施状況 

・在宅医療関連施策の状況 

（福井市・永平寺） 

・地域医療関連施策等 

・地域医療ビジョン 

（県地域医療課） 

・在宅医療関連施策実施状況

（県長寿福祉課） 

 

 

２ 在宅医療・介護連携推進事業の実施 

  平成 26 年度から市町が主体となって、在宅医療・介護を推進しており、当センターは側面的に

支援してきました。   
   

表２ 平成２６年度開催状況 

実施事業 福井市 永平寺町 

地域資源の把握 
福井市医師会が作成した「福井市・吉田郡 在宅医療対応可能医

療機関マップ」を活用 

医師会等との会議 
福井市在宅医療・介護

検討協議会 
4 回 

永平寺町医療・介護連

携推進協議会 

1 回 

（1 回） 

多職種連携研修会 
介護支援専門員研修

多職種研修会  等 
4 回 多職種合同研修 

8 回 

（2 回） 

地域住民への普及啓発 
在宅ケア普及啓発事

業パンフレット作成 
9 回 在宅ケア普及啓発活動 6 回 

注 （  ）内は当センター参加回数 

１２ 在宅医療 

 



 

 

-32- 

 

福井県では、「第３次元気な福井の健康づくり応援計画(平成２５年３月改定)」および「福井県が

ん対策推進基本計画(平成２５年３月改定)」を策定し、若い世代からの健康づくり施策を重点的に

展開しています。 

 

１ がん予防推進 

受診率アップに向けて、母の日、父の日などの記念日にショッピングセンター等で、県内一斉に

キャンペーンを実施しています。さらに、平成２６年度からは「地域がん検診受診率向上対策協議

会」を設置し、地域保健と職域保健の関係機関が情報共有を図り、がん検診等の検診事業や健

康づくりに関する体制についての検討を深めています。 

表１ 平成２６年度 がん検診普及啓発キャンペーン 

月 日 内      容 場   所 備  考 
参加者数

（人） 

5 月 11 日(日) 

「母の日」キャンペーン 

(子宮頸・乳がん 

検診受診の啓発) 
アピタ 

大和田店 

２階アピタ 

ホール 

・グリーティングカード記入 

・パネル展示 

・乳がん視触診モデル展示 

・普及啓発チラシ配布 

・管内市町検診日程表配布 

100 

6 月 15 日(日) 

「父の日」キャンペーン 

(胃・肺・大腸がん 

検診受診の啓発) 

200 

表２ 平成２６年度 地域がん検診受診率向上対策協議会 

月 日 内      容 委員構成 場   所 

8 月 28 日（木） 
大腸がん検診の普及と受

診者拡大に向けての検討 

福井市医師会、 

福井第一医師会、 

検診機関、商工会、 

管内市町がん検診担当課 

当センター 

３階大会議室 

 

 

２ 禁煙推進 

世界保健機関(ＷＨＯ)が定めた「世界禁煙デー」の５月３１日を中心に、街頭で禁煙キャンペーン

を開催しています。さらに、未成年者の喫煙防止対策として、地域の教育機関へ出向いて普及啓

発事業を行っています。また、事業所については、経営者の理解・協力を求めながら禁煙の取組み

を推進しています。 

 

１３ 健康づくりの推進 
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表３ 平成２６年度 禁煙キャンペーン 

月 日 備  考 場   所 参加者数（人） 

5 月 30 日(金) 
「世界禁煙デーキャンペーン」 

 パンフレットの配布 

JR 福井駅 

西口広場 
700 

5 月 30 日(金)  

5 月 31 日(土) 

6 月 1 日(日) 

・がん検診、心の健康、たばこに関する 

パネル展示やパンフレット配布 

・スモーカーライザーによる呼気ＣＯ測定 

福井大学 300 

 

 

３ 運動推進 

誰でも手軽に行える運動習慣の定着に向けて、職場の仲間を中心にグループ単位でウォーキン

グに取り組む、「みんなで歩こうproject」事業を実施し、平成２６年度は管内で２０２グループが取り

組みました。また、室内でもできるラジオ体操の推進も継続しています。 

 

 

４ 働き盛り世代へのアプローチ 

家庭や社会への影響も大きい働き盛り世代に重点を置き、健康教育など普及啓発活動を行っ

ています。また、生活習慣病の発症予防や対策として、健康づくり関連事業が効果的に行われる

よう、「地域職域連携推進２次医療圏等協議会」を設置し、地域の職域・保健・医療関係者で情

報および意見交換会を行っています。 

表４ 平成２６年度 福井地域職域連携推進２次医療圏等協議会 

月 日 内容 委員構成 場所 

3 月 12 日(木) 

地域職域における健康づく

り施策・事業に関する情報

交換・意見交換 

福井市医師会、福井第一医師

会、検診機関、商工会、企業

健康保険組合、管内市町保健

担当課および国保担当課 

福井市保健 

センター 

２階会議室 
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表５ 平成２６年度 若い世代から働く世代に向けた啓発普及活動 

月 日 内容 場所 参加者数（人） 

9 月 13 日(土) 

・栄養、がん検診、こころの健康、たばこ、 

運動、歯に関する 

パネル展示やパンフレット配布 

福井医療 

短期大学 
100 

10 月 5 日(日) 

【健康フェアふくい】 

・乳がん視触診モデル・パネル展示 

・健康づくりに関するチラシ配布 

福井市保健 

センター 
70 

10 月 5 日(日) 

【まちなかフェスタ】 

・パネル展示 

・乳がん視触診モデル展示 

・健康づくりに関するチラシ配布 

福井駅前 150 

10 月 13 日(月) 

・栄養、がん検診、こころの健康、たばこ、

運動、歯に関するパネル展示やパンフレ

ット配布 

福井工業大学 50 

10 月 18 日(土) 

・栄養、がん検診、こころの健康、たばこ、

運動、歯に関するパネル展示やパンフレ

ット配布 

仁愛女子 

短期大学 
300 

表６ 平成２６年度 働く世代を対象とした健康教育 

月 日 対象者 
内容 

（講師職種） 
参加者数（人） 

6 月 8 日(日) 運送業従業員 
あなたのからだ、大丈夫？ 

（管理栄養士・保健師） 
78 

7 月 5 日(土) 
建築資材関連 

事業所従業員 

気をつけたい夏の健康管理 

（保健師） 
41 

7 月 22 日(火) 
介護保険事業所 

従業員 

がん検診のすすめ 

（保健師） 
50 

7 月 28 日(月) 
介護保険事業所 

従業員 

がん検診のすすめ 

（保健師） 
50 

8 月 17 日(日) 働く女性 
働く女性が手軽にできる運動 

（運動指導士） 
30 

10 月 14 日(火) 
福井市内事業所

労働組合関係者 

生活習慣と病気と予防 

（保健師） 
64 

1 月 6 日(火) 
生命保険 

営業所所長 

がん検診のすすめ 

（保健師） 
60 
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県では、国の「健康日本２１（第２次）」の推進を踏まえ、平成２５年３月に「第３次元気な福井の

健康づくり応援計画」を策定し、健康づくりのための食生活改善、ヘルシーメニューの提供に取り組

む飲食店や総菜販売店への支援等、食環境の面からも適切な食生活の推進を図っています。 

  

１ 食生活・栄養管理支援事業 

給食施設の管理栄養士・栄養士への技術支援や情報提供を目的とした研修会を開催し、栄養

ケアに関わる担当者の資質向上を図っています。 

また、規模の大きな特定給食施設を中心に巡回指導を行い、適切な栄養管理の実施および管

理栄養士・栄養士の配置を推進しています。 

表１ 平成２６年度 食生活・栄養管理研修会実施状況 
月 日 対象 参加者数（人） 

6 月 2 日(月) 学校・児童福祉施設・認定こども園等 72 

6 月 4 日(水) 医療機関・介護老人保健施設・老人福祉施設等 83 

 

表２ 平成２６年度 給食施設巡回指導実施状況 

 
学校 病院 

介護老

人保健

施設 

老人福

祉施設 

児童福

祉施設 

社会福

祉施設 

その他

の施設 
計 

特定給食施設 36 20 1 12 33 3 1 106 

その他の給食施設 14 8 0 17 27 4 4 74 

計 50 28 1 29 60 7 5 180 

 

 

２ 食品の栄養成分表示等の推進 

栄養成分表示の相談窓口を設け、食品の製造・販売に関わる業者に対して保健機能食品や健

康の保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等への指導助言を行っています。 

表３ 平成２６年度 栄養成分表示および虚偽誇大広告表示等指導・相談状況 

特別用途食品相談 
栄養表示基準に 

対する指導 

虚偽誇大広告表示

に対する指導 
食品表示相談 計 

1 1 4 17 23 

 

１４ 栄養改善指導 
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３ 「ふくい健幸美食」による食環境の整備 

福井の豊富な食材・特産品を活かし、低カロリー・低塩分で野菜を多く使った認証メニューであ

る「ふくい健幸美食」を、飲食店やスーパー等に普及させることにより、外食・中食（調理されたもの

を持ち帰り家で食べること）でも健康に配慮した食事ができる食環境の整備を図っています。 

平成２６年度は、管内で飲食店２９店舗、惣菜店４４店舗が認証を受けました。 

 

 

４ 地域の健康づ く り リ ー ダ ー支援 

地域で食事バランスガイドの普及や郷土料理、行事食、食文化の継承などを行っている食生活

改善推進員の活動を支援しています。 

表５ 食生活改善推進員状況  （平成２７年３月３１日現在） 

 
会員数（人） 

福井市 130 

永平寺町 61 

管内 191 

 

表６ 平成２６年度 食生活改善推進員養成講座状況 

 回数 参加者数（人） 

研修会（永平寺） 3 15 

 

 

５ 管理栄養士・栄養士申請 

  栄養士法に基づき管理栄養士および栄養士の免許申請や書換え申請業務を行っています。 

表７ 平成２６年度 栄養士等免許申請状況 

 栄養士免許 管理栄養士免許 

件数 41 50 

 

 

 

 

 



 

 

-37- 

 

平成７年に制定された精神保健福祉法に基づき、精神障害者の早期治療と社会参加の促進を

図るとともに、地域住民の精神的健康の保持増進を図ることを目的に事業を実施しています。 

表１  精神保健福祉の動向  

      （平成２７年３月３１日現在）               

 

入院 
通院 

（H27.3 月 1 か月） 
自立支援 

受給者数 

精神障害者

保健福祉 

手帳交付数 男 女 合計 男 女 合計 

福井市 272 317 589 4,018 5,327 9,345 3,741 1,793 

永平寺町 18 19 37 214 274 488 188 101 

管内 290 336 626 4,232 5,601 9,833 3,929 1,894 

福井県 948 1,035 1,983 11,743 14,890 26,633 10,193 5,039 

 

 

１ 精神保健福祉法に基づく診察・保護申請 

精神保健福祉法第２２～２６条の規定に基づく通報に対応し、必要に応じて入院措置等を行い

ます。近年、通報件数は増加傾向にあり、また精神科疾患は多様化しているため、通報対応は複

雑で困難を伴うことが多く、専門性の高い対応が求められています。 

表２  通報・保護申請状況  

年度 

申請・通報状況 処理状況 

一般 

申請 

警察官

通報 

検察官

通報 

矯正 

施設長 

病院 

管理者 
合計 

措置 

入院 

措置 

不要 
合計 

管

内 

25 7 50 7 6 ― 70 31 39 70 

26 4 44 2 10 1 61 20 41 61 

福

井

県 

26 8 105 11 17 2 143 48 95 143 

 

 

２ 心の健康に関する相談 

（１）精神保健相談 

心の健康や受診についての相談、社会復帰相談等のさまざまな精神に関する問題に対して、精

神科医、保健師が電話や面接、訪問による相談に応じています。 

１５ 精神保健福祉 
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精神科嘱託医による相談：毎月第１・３木曜日午後 予約制       

保健師による相談：随時 

表３  精神保健相談状況（延べ件数） 

 
25 年度 26 年度 

嘱託医による相談 34 26 

保健師による相談 1，155 976 

 

（２）悩みごと総合相談会の開催 

  平成２４年度から、一般住民が身近な地域で専門的かつ総合的な相談を受けることができるよ

うに相談会を実施しています。福井地域自殺予防対策協議会や専門家・関係機関が協働し、相談

に対応しています。 

表４  平成２６年度 悩みごと総合相談会実施状況 

月 日 事業名 参加者数（人） 

9 月 13 日（土） 第 1 回悩みごと総合相談会 16 

3 月 7 日（土） 第 2 回悩みごと総合相談会 12 

 

 

３ 普及啓発活動 

（１）自殺予防に関する研修会等の開催 

  自殺や精神疾患に対する正しい知識を普及啓発することを目的に、研修会等を開催しました。 

表５ 平成２６年度 自殺予防に関する研修会実施状況 

月 日 内容 参加者数（人） 

9 月 10 日(水) 
管内理美容師むけのゲートキーパー研修会 

講師：福井 CBT センター 別司ちさと氏 
33 

2 月 6 日（金） 老年期の心の健康に関する研修会 28 

 

（２）思春期保健研修会の開催への支援 

思春期に起こりやすい心の病気について、地域精神保健福祉業務連絡会や、福井地域自殺予

防対策協議会と共催で、学校関係者等を対象とした研修会等を開催しました。 
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表６ 平成２６年度 思春期保健研修会実施状況 

月 日 内容 参加者数（人） 

8 月 11 日(月) 
思春期のこころの健康に関する研修会 

講師：福井県立大学 大森晶夫氏 
42 

 

（３）わかりやすい心の健康講座の開催支援 

精神障害についての正しい知識の普及や精神障害に対する理解の促進を図るために、地域精

神保健福祉業務連絡会が主催する講座の開催を支援しました。 

表７ 平成２６年度 わかりやすい心の健康講座実施状況 

月 日 内容 参加者数（人） 

10 月 31 日(金) 
ストレスをためない心の持ち方 

講師：心理相談室アシスト 岡本克己氏 

209 11 月 7 日（金） 
心の病気あれこれ 

講師：県立大学 大森晶夫氏 

11 月 14 日（金） 
当事者・支援者からのメッセージ 

講師：当事者および管内関係機関 

 

４ 関係機関との連携 

（1）精神緊急対応に係る連携会議の開催 

精神障害者の緊急の対応について、管内警察署・市町との連絡会議を開催しました。 

表８ 平成２６年度 精神緊急対応に係る連携会議 

月 日 内容 参加者数（人） 

5 月 21 日(水) 精神緊急対応に係る連携方法の検討 13 

 

（２）福井地域自殺予防対策協議会の開催 

平成２２年度から、関係機関が相互に連携し、自殺予防対策にむけた情報交換や一般住民・関

係者を対象とした普及啓発等、必要な取り組みを実施するために、福井地域自殺予防対策協議

会を開催しています。 

表９ 平成２６年度 福井地域自殺予防対策協議会開催状況 

月 日 内容 参加者数（人） 

7 月 2 日(水) 平成 26 年度活動計画の検討 23 

3 月 19 日（木） 次年度の方向性と取り組みについて 22 
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（3）地域精神保健福祉業務連絡会への参画 

管内の精神保健福祉活動を総合的かつ効果的に推進するため、精神保健福祉の関係機関で

構成する地域精神保健福祉業務連絡会を開催しています。 

当センターも運営委員会、専門部会等に積極的に参画し、関係機関とともに精神障害について

の普及啓発事業等を行い、精神障害者が住みやすい地域づくりを推進しています。 

 

構成機関 － 

     

活動内容 

① 運営委員会（１回）  年間計画、専門部会の提案、事業報告 

② 全体会（１回）     年間計画と事業報告についての議事及び承認 

③ 部会長会議（１回）  活動計画、各部会予算 

④ 専門部会（１９回）   普及啓発部会（８回）、思春期部会（４回）、 

居宅生活支援・医療観察部会（３回）、就労支援部会（４回） 

 

 

５ 自主グループへの支援 

管内には、精神保健福祉ボランティアや家族会等があり、当センターは、会の運営に関する助

言・協力等の実施により自主グループとしての活動を支援しています。 

表１０ 平成２６年度 自主グループ一覧 

名称 開催状況 会員数（人） 

精神保健ボランティア 

「クレヨン」 

定例学習会 月 1 回 

役員会 随時 
約 60 

摂食障害者親の会 

「バンビの会」 

例会 月 1 回 

研修会 年 1 回 
約 80 

精神障害者家族会 

「あすわ会」 

役員会 月 1 回 

例会 月 1 回 
約 45 

 

 

 

 

 

 

 

医療機関、障害福祉サービス事業所、警察、 

社会福祉協議会、精神障害者家族会、ボランティアグループ、 

労働関係機関、当センターを含む行政機関  ３６機関 
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少子化、核家族化、女性の社会進出等、母と子をとりまく環境は近年大きく変化しており、母子

保健の面でも、それぞれの地域の特性に応じた対策の推進が必要となっています。 

当センターは、広域的・専門的・技術的観点から市町を支援するとともに、長期療養児の訪問

指導、医療給付事務、育児不安解消サポート事業などを実施しています。 

 

１ 小児慢性特定疾病医療費支給認定 

小児期の難治性の疾患は、その治療期間が長期にわたり医療費の負担も高額となることから、

治療の確立と普及を図り、併せて患児家族の医療費の負担軽減に資することを目的として、児童

福祉法に基づき医療費の助成を行っています。 

表１  小児慢性特定疾病医療費支給認定                         （単位：人） 
     疾患名 

 

 

 

 

 

 

年度別 

悪

性

新

生

物 

慢

性

腎

疾

患 

慢

性

呼

吸

器

疾

患 

慢

性

心

疾

患 

内

分

泌

疾

患 

膠

原

病 

糖

尿

病 

先

天

性

代

謝

異

常 

血

液

疾

患

血

友

病

等 

神

経 

筋

疾

患 

慢

性

消

化

器

疾

患 

合

計 

福井市 
25 39 20 12 33 89 8 20 14 13 9 10 267 

26 35 17 11 27 76 6 20 15 11 9 11 238 

永平町寺 
25 0 2 2 2 4 0 3 1 0 0 0 14 

26 1 1 0 2 2 0 4 1 0 0 0 11 

管内 
25 39 22 14 35 93 8 23 15 13 9 10 281 

26 36 18 11 29 78 6 24 16 11 9 11 249 

福井県 26 105 71 22 99 247 14 47 17 19 48 30 719 

 

 

 

２ 特定不妊治療費助成事業 

不妊治療のうち、医療保険が適用されず治療費が高額になる体外受精、または顕微受精の治

療を受けた方にその治療費の一部を助成し、不妊治療を受ける機会を増やすことを目的として、

平成１６年４月１日から、「福井県特定不妊治療費助成事業」を実施しています。 

平成２６年度からは、男性側要因による不妊に対しても助成制度が拡大されています。 

１６ 母子保健 
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表２  特定不妊治療費助成件数（延べ）  
     回数別 

 

年度別 

1 回目 2 回目 3 回目 合計 

管内 
25 327 204 113 644 

26 368 235 113 720 

福井県 26 715 453 232 1，417 

 

 

３ 育児不安解消サポート事業「こあら広場」 

平成１７年度から、強い育児不安や育児ストレスを抱える方に対し、定期的にグループカウンセリ

ングを行うことによって、育児不安を解消し、安心して子育てが出来るように支援しています。 

日時：毎月第４木曜日 午前９時３０分～午前１１時３０分 

対象：0 歳から概ね就学前の子どもがいる保護者または妊婦で育児に不安やストレスを抱える方 

内容：親と子に分かれてのグループワーク、個別相談 

表３  育児不安解消サポート事業「こあら広場」の実施状況  
      

 

年度別 
開催回数 

参加者延（実）数 （人） 

保護者 子ども 

管内 
25 12 63（15） 66（11） 

26 12 58（16） 57（16） 

福井県 26 82 185（79） 163（78） 

 

４ フッ化物洗口事業 

８０歳時点で２０本の自歯を残そうという８０２０（はちまるにいまる）運動が平成元年に提唱され、

平成２４年「歯科口腔保健の推進に関する法律」が施行されました。県では、平成２３年度から保

育園児および幼稚園児に対する「フッ化物洗口事業」を実施しています。平成２６年度は、管内の

５２施設でフッ化物洗口事業に取り組みました。 

 

５ 人工妊娠中絶状況 

母体保護法の規定による人工妊娠中絶（妊娠満２２週未満）が行われた場合は、人口動態の

把握に資するため、日本産婦人科医会福井支部を通じて当センターに報告されます。 
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表４  人工妊娠中絶年次別状況（妊娠満２２週未満）  
     年齢別 

 

年度別 

20 歳 

未満 

20～

24 

25～

29 

30～

34 

35～

39 

40～

44 

45～

49 
総数 

管内 
25 78 115 132 115 123 56 3 622 

26 52 120 117 115 125 62 5 596 

福井県 26 87 195 184 200 221 98 6 991 

 

 

６ 先天性代謝異常等検査事業 

生後４～６日目に医療機関において先天性代謝異常等検査を実施し、検査の結果、精密検査

を必要とする乳児について、受診を勧奨したり、保護者の相談に応じるなどの事後指導を実施して

います。 

表５  平成２６年度 先天性代謝異常等検査事業  
項目 

 

市町別 

出生数 

（概数） 
要精検数 

精密検査結果 

要治療 経過観察 異常なし 

福井市 2,277 3 1 1 1 

永平寺町 140 1 1 0 0 

福井県 6,166 12 7 2 3 
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１ 特定医療費支給認定 

昭和４７年から「難病対策要綱」に基づき、難病のうち、診断基準が確立し、かつ難治度、重症

度が高い５６疾患を対象に、医療費の負担軽減を図ることを目的とした医療費助成を行う特定疾

患治療研究事業が実施されてきました。 

平成２７年１月からは難病法施行により、指定難病が１１０疾患に拡大され、指定医療機関での

医療費に対する特定医療費支給の事務手続きを行っています。管内の特定疾患医療受給者認

定者数は平成２６年度末 １,９１３名です。 

表１  特定医療費支給認定状況 
    市町村別 

 

年度別 

福井市 永平寺町 管内 福井県 

25 1，650 158 1，808 5，359 

26 1，745 168 1，913 5，644 

（平成 25 年度までは延件数。26 年度からは実件数） 

 

２ 特定疾患相談事業 

特定疾患患者およびその家族に対し、疾病などに対する不安の軽減を図ることを目的に、疾患

別に年３回、講演会や相談会、患者同士の交流会を開催しました。 

表２  平成２６年度 特定疾患相談実施状況 

月 日 内      容 参加者数（人） 

7 月 15 日(火) 脊髄小脳変性症・多系統委縮症患者相談交流会 12 

9 月 3 日(水) パーキンソ病関連疾患講演会 64 

9 月 8 日(月) 炎症性腸疾患講演会 21 

 

３ 在宅難病患者訪問指導（診療）事業 

日常生活全般において介助を必要とする通院困難な難病患者および家族に対して、地域にお

ける在宅診療を促進することを目的に、難病に関する専門の医師、対象患者の主治医、保健師、

看護師、理学療法士等からなる診療班を設置し、訪問指導（診療）を実施しています。 

１７ 難病対策 
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４ 難病地域ケアシステム検討会議 

地域における連携した支援体制を整備して、難病患者の入院から在宅療養までの一貫した支

援を促進するため、病院や介護保険等の関係機関とともに支援検討会を開催しています。 

表３  平成２６年度 難病地域ケアシステム検討会議 
 

回数 内      容 
参加者

数（人） 

全体検討会議 1 

「災害時個別対応マニュアル」作成経過報告 

災害に備えた自助に関する情報提供 

災害時に向けた効果的な平時の備えに関する意見交換 

25 

 

 

５ 難病患者災害時個別対応マニュアルの作成支援 

人工呼吸器装着など医療ニーズの高い難病患者は、災害時に健康危機状況が発生されること

が予想されます。そのため、在宅の難病患者、家族、支援に関わる者が災害発生時に適切な対

応が出来るよう、平時からの備えを中心とした災害時個別対応マニュアル作成を支援しています。 

管内には平成２７年３月末現在、８名の人工呼吸器等装着患者がおり、うち５名について災害時

個別対応マニュアルを作成しました。 

 

 

６ 患者会への支援 

２つの患者会の活動支援をしており、平成２７年３月１９日には、「福井パーキンソン友の会」が

「全国パーキンソン友の会福井県支部」に発展しました。 

表４   患者会一覧 
（平成２７年３月３１日現在）  

名称 設置年月日 会員数（人） 

全国パーキンソン友の会 福井県支部 H2.4.24 62 

ハレバレ会（脊髄小脳変性症・多系統委縮症） H6.3.13 35 
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１ 食の安全・安心確保対策事業 

（１）食品衛生監視指導（食品衛生法第２４条に基づく監視計画） 

許可を要する営業施設および許可を要さない集団給食施設等の監視指導を計画的に実施し

ています。 

福井健康福祉センター独自の取り組みとしては、福井市中央卸売市場の早朝監視および焼肉

施設等の夜間監視指導を実施しています。 

（２）食品衛生関係許可事務 

食品衛生法および条例に基づく新規許可、継続許可および変更・廃止手続きおよびこれらに伴

う監視指導を実施しています。 

表１ 食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設数 

     

     

（平成 27 年 3 月 31 日現在） 

  項目 

営
業
施
設
数 

営業許可

施設数 
廃
業
施
設
数 

処  分  件  数   調
査
・監
視
指
導
施
設
数 

継
続 

新
規 

営

業

許

可 

取

消

命

令 

営

業 

禁

止 

命

令 

営

業

停

止 

命

令 

改

善

命

令 

物

品

廃

棄 

命

令 

そ
の
他 

飲
食
店
営
業 

一般食堂・レストラン等 1,106 95 80 67     2      1  326 

仕出し屋・弁当屋 416 37 28 22             193 

旅館 82 7 1 1             29 

その他 2,369 200 231 259     1        1,123 

菓子（パンを含む。）製造業 442 42 35 32             211  

乳処理業 1 0 0 0             1  

特別牛乳さく取業 0 0 0 0               

乳製品製造業 4 0 2 0             7  

集乳業 0 0 0 0               

魚介類販売業 414 27 34 20             239 

魚介類せり売り営業 2 0 0 0             7 

魚肉ねり製品製造業 4 0 0 0             1 

食品の冷凍又は冷蔵業 23 2 2 1             19 

かん詰又はびん詰食品製造業 3 0 1 0             0 

喫茶店営業 910 93 46 110             90 

あん類製造業 3 0 0 1             2 

アイスクリーム類製造業 87 11 4 4             49 

乳類販売業 760 67 45 68             184 

１８ 食品衛生 
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食肉処理業 43 4 4 1             18 

食肉販売業 348 25 35 25             214 

食肉製品製造業 5 0 0 0             2 

乳酸菌飲料製造業 1 1 0 0             3 

食用油脂製造業 0 0 0 2             
 

ﾏｰｶﾞﾘﾝ又はｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ製造業 0 0 0 0             
 

みそ製造業 16 0 0 1             7 

醤油製造業 14 0 1 0             8 

ソース製造業 10 0 1 0             0 

酒類製造業 18 4 1 0             5 

豆腐製造業 38 0 0 1             9 

納豆製造業 3 0 0 0             0 

めん類製造業 34 1 2 0             14 

そうざい製造業 151 18 14 8             154 

添加物製造業 1 0 0 0             0 

食品の放射線照射業 0 0 0 0             
 

清涼飲料水製造業 11 2 0 0             9 

氷雪製造業 3 1 0 0             1 

氷雪販売業 4 0 0 0             7 

  計 7,326 637 567 623     3      1 2,933 
 

 

 

 

表２ 福井県食品衛生条例に基づく営業施設数 

       

        

（平成 27 年 3 月 31 日現在） 

業     種 

 

 

営

業

施

設

数 

営業許可・登録

施設数 
廃 

業 

施

設

数 

処  分  件  数  調
査
・
監
視
指
導
施
設
数 

継
続 

新
規 

営

業 

許

可 

営

業 

禁

止 

営

業 

停

止 

改

善 

命

令 

物

品 

廃

棄 

そ

の

他 

 

取

消 

命

令 

命

令 

命

令 

命

令 

許 

可 

魚 介 類 加 工 業 46  3 3                26  

漬 物 製 造 業 41  4    2             19  

計 87  7  3  2             45  

登 

録 
魚 介 類 行 商 営 業 28    4                4  

  計 115 11  3  2              49  
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（３）食品の収去（食品衛生法第２８条に基づく食品の行政検査） 

計画的に県内外に流通する食品の検査を行い、安全を確認しています。平成２６年度の検査

件数は２０７件、そのうち食品衛生法違反を含む不適合件数９件については、速やかに改善したこ

とを確認しています。 

 

２ 食中毒防止に関する衛生思想の普及啓発 

（１）衛生講習会の開催 

 許可を要する営業施設および許可を要さない集団給食施設等の調理従事者を対象とした定期

の講習会だけでなく、一般消費者からの依頼に応じた講習会を実施し、総受講者数は３，７８４名

でした。受講率の向上や利便性を図るために、日曜開催の取り組みも実施しています。 

（２）自主管理プログラム認証制度の取得推進 

平成１７年度から、ＨＡＣＣＰ*手法を取り入れた福井県食品衛生自主管理プログラム認証制度

の取得を促進しており、平成２６年度は新たに４施設が認証を取得しました。その結果、認証施設

数は計４４施設(１１業種)となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３ 食品衛生法による許可が不要である食品営業関係施設数 

 

（平成 27 年 3 月 31 日現在） 

項  目 営業施設数 
営業届出 

施設数 
廃止施設数 監視指導数 

給

食 

施

設 

学 校 59 2  0  55 

病院・診療所 58 1  2   21 

事業所 9 0  3   4 

その他 148 6  14   111 

その他 1,608      594 

  計 1,882 9  19   785 

＊ＨＡＣＣＰ（ハサップ：Hazard Analysis Critical Control Point） 

米国航空宇宙局（NASA）により開発された宇宙食製造のための衛生管理手法です。 

この手法は、食品の製造業者が食品の製造・加工工程のあらゆる段階で発生するおそ

れのある微生物汚染等の危害を予め調査・分析し、この分析結果に基づいて製造工程全

般を通し管理上重要な段階に遵守すべき基準を設け、常時監視することにより製品の安

全性を確保するシステムです。 
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 ３ 食品による健康被害等に関する対応 

（１）食中毒に関する調査・措置（食品衛生法第５４条等） 

 平成２６年度の食中毒の発生は４件でした。原因としては、腸管出血性大腸菌によるものが３

件、寄生虫によるものが１件でした。原因施設に対し、食品衛生法に基づいて行政措置を行いま

した。 

 

（２）一般相談への対応 

 飲食店や菓子製造業などの開業相談や表示相談および有症苦情・異物混入などの苦情につ

いて、迅速かつ丁寧に対応しています。相談件数は３，５１９件あり、このうち、有症苦情は４２件、

異物混入の相談が３６件でした。異物混入についてはカップ麺等の全国報道があったことから、

相談が１２月以降増加する傾向がみられました。 

 

４ 調理師・製菓衛生師免許に関する業務 

（１）試験  

平成２６年６月８日（日）に県立大学（参考 嶺南：若狭湾エネルギー研究センター）で実施

しました。調理師試験受験者数１２３名中合格者６５名で、製菓衛生師試験受験者数１６名中

合格者１０名でした。 

（２）免許申請  

調理師免許申請は１６５件（新規１０４、再交付２９、書換３２）であり、製菓衛生師免許申請

は ２０件（新規１７、再交付１、書換２）でした。 

 

 

表４ 平成 26 年度食中毒発生届出状況   

発生年月日 

原因施

設の場所

等 

患者数/

摂食者 
原因食品 原因物質 

H26.4.27 福井市 3/5 
飲食店（料理）の施設で提供した

ヒラメの刺身 

クドア・セプテンプンクタ

ータ 

H26.5.31 福井市 2/2 
飲食店（食堂）の施設で提供した

食事 

腸管出血性大腸菌 

Ｏ２６ 

H26.7.21 福井市 3/9 
飲食店（食堂）の施設で提供した

食事 

腸管出血性大腸菌 

Ｏ１５７ 

H26.7.22 福井市 2/9 
飲食店（社交飲食）の施設で提

供した食事 

腸管出血性大腸菌 

Ｏ１５７ 
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１ 動物愛護推進計画に基づく業務の推進（狂犬病予防対策および動物愛護対策） 

県が策定した動物愛護推進計画（平成２６年３月改定）に基づいて業務を推進しました。 

（１）動物由来感染症（狂犬病を含む）対策 

狂犬病で知られる身近な動物から人への感染の恐れがある病気（動物由来感染症）の予 

防法や正しい情報を市町、県獣医師会、教育委員会等と連携し、広く提供しています。 

（２）動物愛護対策 

動物の愛護及び管理に関する法律および福井県動物の愛護および管理に関する条例に基 

づき、適正飼養の普及啓発を図るとともに、保護した犬ねこの命を救うため、譲渡会を開催する

など、殺処分数を減らす取り組みを実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 平成 26 年度譲渡会実施状況  

実施回数 
譲渡頭数 

犬 猫 

  5 8 8 
 

２ 動物取扱業への監視指導 

動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、平成１８年から動物取扱業が登録制となり、特定

動物施設が許可制となりました。そのうち、平成２５年９月改正の動物愛護管理法により動物取扱

業が第一種動物取扱業に名称変更となり、新たに営利性を目的としない動物愛護団体の動物シ

ェルター、一定頭数以上の動物の取扱い飼養施設が第二種動物取扱業として届出制となり監視

等を行っています。 

表１ 平成 26 年度動物愛護管理業務実施状況 
 

業
務 

野
犬
捕
獲
頭
数 

犬
の
引
取
頭
数 

ね
こ
の
引
取
頭
数 

負
傷
収
容 

犬
の
譲
渡
頭
数 

ね
こ
の
譲
渡
頭
数 

返
還
頭
数 

他
セ
ン
タ
ー
へ
の
移
送 

他
セ
ン
タ
ー
か
ら
受
入 

処
分
頭
数
＊ 

咬
傷
事
故
件
数 

苦
情
・相
談
件
数 

 29  26  144 25 25  78 27  1  13 116  4 494 

         

（＊収容中死亡を含む） 

１９ 動物愛護および狂犬病予防 
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表３ 第一種動物取扱業登録数 （平成 27 年 3 月 31 日現在） 

施 設 数 
内       訳 監視指導数 

販  売 保  管 貸  出 訓  練 展  示 

76  74 40 50 2 2 5 
 

表４ 第二種動物取扱業届出数 （平成 27 年 3 月 31 日現在） 

施設数 展示 譲り渡し 監視指導数 

3 2 1 3 
 

表５ 特定動物許可数 （平成 27 年 3 月 31 日現在） 

施設数 おながざる科 マカク属 ニホンザル 監視指導数 

1 19 頭 1 
 

 

 

 

狂犬病の予防について 

 狂犬病は、狂犬病ウイルスによる感染症で、犬だけでなく、すべての哺乳類に感染します。発症し

た動物に咬まれることで感染し、人間は主に犬に咬まれることで感染します。 

人間も犬も発症した場合は、治療方法はなく、ほぼ１００％死に至るとても怖い病気ですが、狂犬

病予防注射を接種することで、予防が可能になります。 

狂犬病の発生状況については、日本国内では、１９５７年以降発生がありません。しかし、世界的

には、日本やニュージーランドなどのごく一部の島国を除き、現在でもほとんどの国で狂犬病が発生

しており、それらの国では、1 年間に約５万５千人もの人々が狂犬病に感染し、亡くなっています。 

 近年、ヒトを含め物流が活発化しています。コウモリなどの野生動物も狂犬病の原因を運ぶと言わ

れており、これらが貨物船などに紛れ込んで日本に上陸する可能性があります。 

万が一、狂犬病に感染した動物が日本に上陸した場合でも、最も人への感染源となり易い犬に

対し狂犬病予防注射を接種していることで、大事な飼い犬が死亡する危険を回避するだけでなく、

国内における狂犬病の蔓延を防ぐことができます。 

日本では、飼い主が飼い犬の登録（生涯１回）と狂犬病の予防注射（毎年）を接種する義務があ

ります。室内で飼育していても、登録と予防注射の接種は必要ですので、必ず接種し、狂犬病の予

防に努めてください。 
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１ 生活衛生関係営業六法に基づく営業施設の衛生上の危害発生防止対策  

理容師法、美容師法、クリーニング業法、興行場法、旅館業法、公衆浴場法（営業六法）に基

づく営業施設について監視指導を実施しています。 

レジオネラ症予防対策として循環式浴槽を有する公衆浴場や旅館７２施設に対して計画的に

監視指導を実施しました。浴槽水については、行政検査によりレジオネラ菌の有無を確認し、安

全性の確保指導を行っています。 

国調査に基づく監視指導を平成２６年度は「ドライクリーニング溶剤の使用管理状況に関する

調査」を洗濯所６５施設に対し実施しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

２ 浄化槽の法定検査受検率向上対策 

   浄化槽法に基づき、浄化槽設置の届出の受理、浄化槽工事業、保守点検業の登録等に

係る事務を実施しています。浄化槽の適正な維持管理のため、浄化槽設置者講習会の開催

や、浄化槽の法定検査未受検、管理不備等に対する指導を行っています。 
 

表２ 浄化槽設置基数と浄化槽工事業届出数等 (平成 27 年 3 月 31 日現在) 

浄 化 槽 

設置基数 

工 事 業 

（届出件数） 

工 事 業 

（登録件数） 

保守点検業 

（登録件数） 

22,591  152  1  6  

表１ 営業六法施設数 

 

（平成 27 年 3 月 31 日現在） 

業  種 営業施設数 
新規許認可

届出数 
廃止件数 

調査・監視 

指導施設数 

理  容  所 362  8  13 73 

美  容  所 723  19  15 127 
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
所 

洗 濯 所 87  0  10 101 

取 次 所 301  0  29 0 

公
衆
浴
場 

普    通 13  0 1  4 

特    殊 39  3  2  18 

旅 
 

館 

ホ テ ル 25  0 0 26 

旅    館 86  1 2 26 

簡易宿所 26  0 1 3 

下    宿 4  0 0 0 

特    例 0  4  4  4 

興
行
場 

常    設 22  0 0  2 

仮    設 0  0  0  0 

計 1,688  35  77  384 

２０ 環境衛生 
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３ 水道施設の適正維持管理の推進 

水道法に基づき、水道施設の維持管理に対する監視指導を実施しています。 

法改正により簡易専用水道、専用水道および井戸水については、平成２５年４月１日から市

町へ事務が移譲されています。 

表３ 水道施設数 (平成 27 年 3 月 31 日現在) 

業  種 施設数 監視指導施設数 

上   水   道 2  1 

簡  易  水  道 31 31 

飲料水供給施設 23 23 

注 上水道は福井市と美山町の 2 施設あるが、福井市は国の所管となる。 

 

４ 特定建築物に対する監視指導 

多数の人々が利用・使用する一定規模以上の興行場、百貨店、事務所、学校などの特定

建築物に対し、定期的に監視指導を行っています。平成２６年度の監視指導数は３８件でし

た。また、特定建築物の環境衛生管理業務を行う建築物衛生管理業に関する登録事務を行

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表５ 建築物衛生管理業の登録件数（平成 27 年 3 月 31 日現在） 

種  別 登録件数 

清掃業 13 

空気環境測定業 5 

飲料水貯水槽清掃業 16 

ねずみ昆虫等防除業 12 

飲料水水質検査業 3 

排水管清掃業 3 

環境衛生総合管理業 9 

表４ 特定建築物施設数 (平成 27 年 3 月 31 日現在) 

種  別 施設数 監視指導数 

興行場 1 0 

百貨店 7 2 

店舗 22 9 

事務所 48 11 

学校 12 7 

旅館 16 8 

その他 16 1 

合計 122 38 
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  ５ 温泉 

    温泉法に基づき、温泉利用許可施設への立入等監視指導を行っています。平成２６年度の

監視指導数は源泉２件、温泉利用施設１７件でした。 

表６ 温泉施設数 

 

（平成 27 年 3 月 31 日現在） 

業     種 施設数 監視指導数 

源     泉  21  2 

温泉利

用施設 

浴  用 27  17  

飲  用 5 5 

     

６ 遊泳用プールの衛生管理の徹底 

 １６件の対象施設の内、１件が休業中です。残り１５件に対し遊泳用プールの衛生基準に基づ

いて、監視指導を実施しています。 

 

＜参考＞ 墓地・埋葬等 

法改正により、平成２４年４月１日から市町へ事務移譲済み。 

 

レジオネラ症の発生防止に向けて 

レジオネラ症はレジオネラ属菌によって起こる感染症で、症状によりレジオネラ肺炎とポンティ

アック熱の２つに分類され、特に問題となるのがレジオネラ肺炎で、急激に重症になって死亡す

る場合もあり、乳幼児や高齢者など抵抗力が低下している人などが発病しやすいといわれていま

す。 

レジオネラ肺炎は、循環式浴槽水を用いた入浴施設などでレジオネラ属菌を包んだ直径５μ

m 以下のエアロゾル（目に見えないほど細かい水滴）を吸入することにより起こる肺炎です。  

また、レジオネラ属菌は、土壌、河川、湖沼などの自然環境に生息していますが、一般にその

菌数は少ないと考えられており、管理の悪い循環式浴槽などでは高率に検出されます。 

そのため、福井県ではレジオネラ症の発生を未然に予防することを目的として平成１９年３月

に福井県公衆浴場基準条例等を改正し、循環式浴槽等に関してレジオネラ症の発生防止に必

要な設備と衛生管理に係る基準を定め、同年７月から施行しています。 

 毎年、循環式浴槽を使用している公衆浴場や旅館にアンケートを実施し、条例で定めている浴

槽水の検査実態を把握し、必要に応じて立入指導等を行うことで、積極的なレジオネラ症発生

予防に努めています。 
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１ 廃棄物の処理施設 

産業廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃

棄物処理法」という。）に定義されており、県内でその処理を業として行う場合は、福井県知事の許

可が必要となっています。 

また、産業廃棄物以外の廃棄物は、一般廃棄物と定義されており、市町村が設置した届出施

設または福井県知事の許可を取得した一般廃棄物処理施設で処理されています。 

当センター管内における廃棄物関係施設数は、次の表のとおりです。 

 

表１ 廃棄物関係施設数      （平成27年３月31日現在） 

市  町 
産業廃棄物処理業 

産業廃棄物 

処理施設 

一般廃棄物 

処理施設 
計 

収集運搬業 処 分 業 

福  井  市 298 （ 9） 44 （ 3） 30 14 386 

永 平 寺 町 20 （ 0） 2 （ 0） 2 0 24 

管     外 310 （48） 5 （ 1） 1 - 316 

計 628 （57） 51 （ 4） 33 14 726 

注 (  )内は特別管理産業廃棄物処理業の内数 

 
表２ 廃棄物関係施設数の年度推移 

年  度 
産業廃棄物処理業 

産業廃棄物 

処理施設 

一般廃棄物 

処理施設 
計 

収集運搬業 処 分 業 

平成 26 年度 628 (57)  51 ( 4) 33 14 726 

平成 25 年度 612 (58) 52 ( 4) 33 14 711 

平成 24 年度 586 (53) 50 ( 4) 33 9 678 

注 (  )内は特別管理産業廃棄物処理業の内数 

 

２１ 廃棄物 
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２ 廃棄物処理の許可に関する手続 

廃棄物処理法に係る許可申請および届出件数の年度推移は次の表のとおりです。 

なお、福井県内における許可申請業務の約４割は当センター管内に集中しており、循環社会推

進課や各健康福祉センターと連携しながら広域的な事務処理を行っています。 

 

表３ 産業廃棄物に係る許可申請および届出件数の推移 

年  度 

収集運搬業 処 分 業 

処理施設
許可・届出 

計 許可申請 
届出 

許可申請 
届出 

新規 更新 変更 新規 更新 変更 

平成 26 年度 40 98 14 498 1 10 0 48 20 729 

平成 25 年度 47 99 17 505 2 13 1 37 19 740 

平成 24 年度 35 90 13 402 1 10 0 33 20 604 

 

 

３ 廃棄物に関する監視指導 

産業廃棄物については、野外焼却・不法投棄など不適正処理に関する様々な問題が全国的

に生じています。当センターでは、廃棄物処理法に基づく（特別管理）産業廃棄物収集運搬業の

許可を行うとともに、（特別管理）産業廃棄物処分業および産業廃棄物処理施設の設置許可（県

知事の許可）の申請窓口となっており、これら許可業者や排出事業者に対して、廃棄物処理法に

基づく監視や適正処理に係る指導も行っています。 

また、休日や夜間のパトロール（民間委託を含む）など、不法投棄等のおそれのある場所を中

心とした定期的な監視も継続して実施しています。 

 

表４ 廃棄物関係施設立入検査件数の年度推移 

区  分 年  度 
産業廃棄物 

処理業 

産業廃棄物 

処理施設 

一般廃棄物 

処理施設 
計 

立入検査 

平成 26 年度 241  231  19  491  

平成 25 年度 185  205  19  409  

平成 24 年度 203 214 7 424 
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４ 廃棄物の適正処理に関する取り組み 

当センターでは、福井地区廃棄物不法処理防止連絡協議会（※）を設置し、関係機関の連携

を図るとともに、不法投棄廃棄物の撤去等不法処理防止に係る啓発活動を通じて、廃棄物の適

正処理を推進しています。 

 
※福井地区廃棄物不法処理防止連絡協議会 （事務局 当センター） 

（構成） 福井市、永平寺町、農林総合事務所、土木事務所、警察署、森林組合、 

漁業協同組合、福井県産業廃棄物協会、当センター 

 

（１） 不法投棄物の撤去について 

不法投棄は、投棄者が不明な場合が多く、投棄物の撤去は土地所有者に大きな負担となり、

撤去が困難化して放置状態になるばかりでなく、新たな不法投棄を助長する要因となります。

生活環境保全上の支障をきたすおそれもあることから、行政、事業者および住民が連携した撤

去方策を推進することが必要になります。 

このため、福井地区廃棄物不法処理防止連絡協議会では、「撤去活動支援事業者等登録

制度」および「撤去活動サポートボランティア登録制度」を活用した地域住民ボランティアや産

業廃棄物協会の協力を得ながら、不法投棄廃棄物の撤去支援を行っています。 

 

表５ 平成２６年度 不法投棄廃棄物撤去事業 実績 

年 月 日 平成２６年５月２８日（水） 午後 

場  所 福井市羽坂地区（林道羽坂東平線沿い） 

参 加 者 （約２０名） 

福井市羽坂地区住民、福井市、福井森林組合、（一社）福井県産業廃棄物協会、

福井南警察署、福井土木事務所、福井農林総合事務所、福井健康福祉センター 

撤去した

廃棄物の

種類 

廃タイヤ、段ボール、木製棚、空き缶、ペットボトル等、ビニルごみ 

ブラウン管テレビ、洗濯機、冷蔵庫、自転車、その他 混合廃棄物  （計 約１２トン） 

 

 

（２） 不法処理防止に係る啓発活動について 

県内の各センターでは、６月の「環境月間」、１２月の「不法投棄等防止啓発強調月間」を中

心に不法処理防止に係る啓発活動を実施しており、啓発ポスターの配布、排出事業者や処理

業者に対する実地監視の実施などを通じ、再資源化の促進等、廃棄物の減量化や適正処理

の推進についての意識啓発を図っています。 
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当センターでは、水・大気環境を保全するため、各公害防止関係法令に基づく届出の審査業

務や工場・事業場等への監視指導、大気、水質等の環境調査などに取り組んでいます。 

 

１ 公害関係法令 

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」「大気汚染防止法」「水質汚濁防止

法」「土壌汚染対策法」「ダイオキシン類対策特別措置法」「フロン類の使用の合理化及び管理の

適正化に関する法律」「福井県公害防止条例」などの法令・条例に基づき届出された事案に対し、

届出の審査や事業場への立入調査を実施し、施設の適正な維持管理などの指導を行っていま

す。 

 

表１ 各法令に基づく届出工場・事業場数    （平成２７年３月３１日現在） 

公 害 関 係 届 出 対 象 工 場 ・事 業 場  工 場 ・事 業 場 数  

大気汚染防止法対象工場・事業場（電気・ガス事業法／VOC） 271  (100／2) 

水質汚濁防止法対象工場・事業場（福井市を除く） 32    

ダイオキシン類対策特別措置法対象工場・事業場 18    

公害防止管理者選任工場・事業場 17    

福井県公害防止条例特定工場・事業場 12    

福井県公害防止条例特定施設設置工場・事業場 33    

公害防止管理責任者選任工場・事業場 57    

 

表２ 公害関係苦情の発生件数 

市 町 年 度 大気汚染 水質汚濁 騒  音 振  動 悪  臭 その他 計 

福 井 市 
平成 26 年度 1 1 3 0 0 6 11 

平成 25 年度 3 2 2 0 4 3 14 

永平寺町 
平成 26 年度 1 0 0 0 0 0 1 

平成 25 年度 0 1 0 0 0 0 1 

計 
平成 26 年度 2 1 3 0 0 6 12 

平成 25 年度 3 3 2 0 4 3 15 

 

２２ 公害 
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２ 水・大気環境の保全 

油の流出や魚類のへい死等の水質事故に対しては、関係機関と連携しながら、その被害拡大

の防止、原因究明および原因者に対する指導等、迅速な対応に努めています。また、建築物の

解体における特定粉じん排出等作業では、作業基準の遵守状況や排出されたアスベスト廃棄物

の適正処理について、徹底した監視指導や現場周辺の大気中のアスベスト濃度の測定を行い、

健康被害の防止に努めています。 

 

 

３ 地下水汚染の防止 

地下水汚染を早期に発見するため、毎年、全般的な地下水の概況を把握するための調査を

実施しています。その概況調査で汚染が発見された時には、汚染の範囲や汚染源を特定するた

めの汚染井戸周辺調査を実施し、汚染原因者に対して浄化対策を指導しています。 

また、地下水汚染が発見された地区では、継続的な監視を行うため、継続監視調査を実施し

ています。 

 

 

４ 地盤沈下の防止 

県公害防止条例では、地盤沈下を防止するために、揚水機の吐出口断面積１９．６㎝ 2 以上の

ものについて、事前の届出を義務づけており、地下水採取者に対し、節水や水利用の合理化を指

導しています。 

また、「福井県地盤沈下対策要綱」では、過去に著しい地盤沈下が観測された福井市南部地

域について、地下水の揚水抑制などの指導を行っています。 

 

 

５ フロンの回収・破壊の推進 

これまでは業務用エアコンなどを整備・廃棄する際にフロン類の回収を業として行う事業者に登

録が義務付けられていたものが、平成２７年４月１日施行の法改正により、回収および充填を業と

して行う事業者に登録が義務付けられました。 

当センターでは、これら充填・回収を担う登録業者への監視指導を行っています。 
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多様化する住民ニーズや価値観・ライフスタイルの中で、住民の生活に密着した身近な課題に

ついて、きめ細かく総合的なサービスを提供していくためには、地域保健・福祉・環境を担う人材の

育成が重要となっています。 

そのため、当センターでは、保健・福祉・環境関係の基礎的知識の習得を目的とした「一般研

修」と専門性向上を目的とした「実践研修」による「地域保健・福祉・環境関係職員研修」を実施し

ています。 

また、管内市町および当センターの代表者による企画検討委員会を設置し、研修の企画・立案、

評価・検証を行っています。 

 

表１ 平成２６年度研修実施状況 

区分 実施日 開催場所 内 容 人数 

一
般
研
修 

平成27年 

2月24日 

(火) 

エンゼル 

ランドふくい 

「PM2.5等大気汚染の健康への影響について」 

講師 福井県安全環境部環境政策課 森 英倫 氏 
25 

実
践
研
修 

平成26年 

6月17日

（火） 

当センター 
「適正な医療監視の実施に向けて(第１回)」 
 講義と分野別グループワーク 
講師 福井健康福祉センター医療監査室職員 

54 

平成27年 
3月10日

（火） 
アオッサ 

「適正な医療監視の実施に向けて(第２回)」 
講義と分野別グループワークの報告 
講師 大阪府寝屋川保健所長 池田 和功 氏 

39 

平成26年 
9月9日 

（火） 

福井市 
保健センター 

「自信をもって母子にかかわろう！ 
～地域で母と子の健やかな成長を守るために～」 

講義とグループワーク 
講師 福井健康福祉センター 医幹 四方 啓裕 

保健師 市川 宏枝 

26 

 

表２ 平成２６年度地域保健・福祉・環境関係職員研修企画検討委員会実施状況 

実施日 開催場所 内容 人数 

平成 27 年 

3 月 23 日（月） 
当センター 

・平成２６年度の研修の実績報告および評価 

・平成２７年度研修計画 
6 

 

 

 

２３ 地域保健・福祉・環境関係職員研修

研修 
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１ 臨床研修医師の受入れ 

当センターにおける多様な業務を理解、体験することで、医師として必要な公衆衛生活動に対

する具体的な知識、態度等を身につけることを目的に研修医の受入れを行っています。 

表１ 臨床研修医師受入状況 

医 療 機 関 名 期 間 人数 

福井大学医学部附属病院 
平成 26 年 19 月 1 日～30 日 

平成 26 年 10 月 1 日～31 日  

１ 

１ 

 

２ 実習生の受入れ 

地域における保健福祉の行政機関としての当センターの機能、役割を知り、実際の体験を通し

て理解を深めることを目的に、医学生、看護学生、管理栄養科学生等の実習生の受入れを行っ

ています。 

 

表２ 平成２６年度実習生受入状況 

学 校 名 種 別 期 間 人数 

福井県立大学看護福祉学部看護学科 看 護 

平成 26 年 4 月 23 日～30 日 

平成 26 年 9 月 24 日 

平成 26 年 10 月 3 日～ 9 日 

平成 27 年 1 月 22 日～28 日 

7 

51 

7 

7 

福井大学医学部看護学科 看 護 
平成 26 年 6 月 2 日～ 5 日 

平成 26 年 12 月 8 日～19 日 

11 

5 

福井医療短期大学看護学科 看 護 平成 26 年 9 月 5 日 22 

仁愛大学生活学部健康栄養学科 栄 養 平成 26 年 9 月 5 日～11 日 3 

神戸女子大学家政学部管理栄養士 

養成課程 
栄 養 平成 26 年 9 月 5 日～11 日 1 

 
 

 

 

２４ 研修生・実習生の受入れ 
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地域保健対策の推進に関する基本的な指針が平成２４年７月に一部改正され、その中で、ライ

フステージを通じた正しい生活習慣の確立のためには、生活習慣が形成される時期に展開される

学校保健と地域保健とが密接に連携することの意義が極めて大きいとされています。 

これまでにも各種業務や情報交換等、様々な形で連携を継続しており、平成２６年度は、市町

養護教諭部運営研究会での情報提供などを通して、健康福祉センターが保有する専門知識や技

術を教育の場に提供しています。 

                                                            

平成２６年度実施状況     

内      容 件  数（延べ） 

講師・助言者の派遣 （薬物乱用防止等） 32 

情報提供・普及啓発  （エイズ予防、薬物乱用防止、 

喫煙対策、感染症対策、栄養管理、歯科保健関係等） 
31 

教材貸し出し 24 

 
 
 

２５ 学校保健と地域保健の連携 



 

 

 

〒918-8540 福井市西木田 2 丁目 8-8 

TEL (0776) 36-1116㈹ 

FAX (0776) 34-7215 

〃 (0776) 36-9658 

メールアドレス f-fukusi-c@pref.fukui.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

笑顔で親切なサービスを提供します 
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福井県庁 

福井銀行 

至田原町 

市内バス乗場 

幸橋 

Ｊ
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北
陸
本
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フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
通
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至足羽山 

福鉄・木田四ツ辻 

至鯖江 

商工会議所 

福井健康 

福祉センター 

繊協ビル 

交 通 の ご 案

内 

内 

（ 福 井 保 健 所 ） 

地域支援室        TEL (0776) 36-1117 

医療監査室        TEL (0776) 60-1125 

福 祉 課        TEL (0776) 36-2857 

地域保健課        TEL (0776) 36-6810 

健康増進課        TEL (0776) 36-3429 

生活衛生課        TEL (0776) 36-1118 

環境廃棄物対策課    TEL (0776) 36-1119 

● ＪＲ     福井駅下車     徒歩 15 分 

● 市内バス  商工会議所下車  徒歩 2 分 

● 福鉄電車 木田四ツ辻下車  徒歩 2 分 


